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「新型インフルエンザ」発生からの検査の実際 

 Testing system for New Influenza Virus(A/H1N1pdm)                                  
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2009 年 4 月メキシコで発生した「新型インフルエンザ」は全世界に流行をもたらした。当センターでもリアルタイ

ム RT-PCR 法とコンベンショナル RT-PCR 法を併用して行い，迅速，正確，安全に検査できる体制のもと 6 月に 1 例

目を確認して以来，様々なサーベイランスを行い 557 件中 491 件の新型インフルエンザを確認した。また，薬剤耐性検

査では 63 件中 1 件がオセルタミビル耐性株であることを確認した。 
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1 はじめに 

2009 年 4 月 24 日「メキシコで新型インフルエンザ発

生」のニュースが世界中に流れ，翌日厚生労働省が「メ

キシコ及び米国におけるインフルエンザ様疾患の発生状

況について」発表し，宮城県においても相談窓口設置な

ど「新型インフルエンザ」対策が始まった。発生からこ

れまでの検査体制について，また，様々なサーベイラン

スによる検査結果についてまとめたので報告する。 

 
2 検査体制 

今回の新型インフルエンザ（ブタ由来）に関する情報

を待つ期間に，新型インフルエンザ対応（鳥インフルエ

ンザ対象）として準備していた試薬，検査マニュアルの

再確認を実施した。数日後，国立感染症研究所（感染研）

から新型インフルエンザ(AH1N1pdm)用の試薬，検査法

マニュアル，陽性コントロールが配布され，即日リアル

タイム RT-PCR 検査を実施し，良好な結果が得られるこ

とを確認した。また，細かい動作確認，器具器材の確認

等シミュレーションを行い，担当者全員が迅速，正確，

安全に検査できるよう体制を整えた。試薬の準備，保健

所へ配布する検体輸送培地の作製，感染性物質輸送容器

の手配，感染研への検体輸送体制など多方面の準備に追

われた。さらに，膨大なメールや電話の受け付けを一本

化し，関係者間で情報を共有できるよう努めた。 

 

3 検査方法 

 リアルタイム RT-PCR 法とコンベンショナル RT-PCR 

法を併用した 1) 2)。リアルタイム RT-PCR 法では A 型 

と新型(AH1N1pdm)を対象とし，コンベンショナル

RT-PCR 法では A 型と季節性の A ソ連型(AH1N1)，A
香港型(AH3N2)を対象とした。ウイルスサーベイランス

の検体については 9 月から細胞培養も行い，分離できた

ウ イ ル ス に つ い て 赤 血 球 凝 集 抑 制 試 験 (HI ：

hemaggulutinin inhibition test)と，一部は薬剤耐性に

ついてシークエンスにより遺伝子解析を行った。 

 
4 サーベイランスの変化 

発生初期から 7 月 23 日までは発熱外来での疑い症例

患者の検査を行い，新型の有無にかかわらず結果のすべ

てを国へ報告しなければならない全数報告が実施されて

いた。その後，地域における流行拡大の早期探知のため

クラスター（集団）サーベイランスが始まり，8 月 24
日までは 2 名以上の集団で疑い患者が出た場合 1 名につ

いての検査を実施していた。続いて，福祉施設等の集団

サーベイランスと入院患者すべてを検査する入院サーベ

イランスが 12 月 20 日まで行われ，その後は入院患者の

中でも重篤な場合に限っての検査に変わった。これらと

は別にウイルスサーベイランスも 7 月 24 日から行われ，

県内 5 か所あるインフルエンザ病原体定点からインフル

エンザ様疾患を疑うすべての検体を目標数 150件まで検

査することとなり，目標数達成の 11 月半ばまで続いた。

1 月からは，重篤な入院患者のサーベイランスと季節性

インフルエンザへの移行などの監視のために新たなウイ

ルスサーベイランスを全保健所管内で行っている。 

 
5 サーベイランスの結果 
 5 月 12 日に新型インフルエンザ疑いで検体を受付け

て以来，2010 年 3 月 24 日までに合計 557 件の検体を受

付け，491 件の新型インフルエンザを確認した(表 1)。
迅速な結果報告のためすべて遺伝子検査を行った。さら

に，ウイルスサーベイランスの検体 218 件について細胞

培養を行い 108 件のウイルスを分離し，103 件について

は血清学的な抗原検査（HI 試験）でも新型インフルエン

ザであることを確認した。ウイルス分離率が低いのは遺

伝子検査を優先したことによる。すなわち，臨床検体を

凍結保存しておき，ある程度まとめて細胞培養を行った
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ことと，数が多かったため 1 代目の CPE（細胞変性効果）

で判定したことによると推測された。 

疑い症例から発熱外来，集団サーベイランス，入院サ

ーベイランスの件数と結果を図 1 に示した。初期の発熱

外来では不安を感じて受診した症例が多く，また，まだ

例年季節性インフルエンザの感染が残っている時期であ

ることから，A ソ連型や A 香港型ウイルスが検出されて

いた。6 月 22 日(第 26 週)に宮城県初の新型インフルエ

ンザ感染が米国からの帰国者で確認されてからは，集団

サーベイランスの 21 件すべてが，また，入院サーベイ

ランスでは 300 件中遺伝子が検出された 259 件すべてが

新型インフルエンザであった。入院サーベイランスの検

査件数は，感染症発生動向調査の週報での定点当り患者

報告数(折れ線グラフ)と同じような傾向を示し，10 月末

から大きく増加し，11 月から 12 月にピークを迎えた。

第 32 週から 34 週の集団サーベイランス患者が多いのは，

小規模な集団発生が多かったのではと考える。これら検

体数を年齢群別で図 2 に示した。年齢群別でみると，乳

幼児から中学生までが圧倒的に多く，また，年齢が高く

なるほど検出率が低くなっていた。 

発熱外来以降入院サーベイランスまでの検体について，

医療機関での迅速診断簡易キットの結果と当センターで

のリアルタイム RT-PCR の結果を比較した(表 2)。332
検体中，キット，遺伝子検査ともに陽性検体は 289 件，

ともに陰性検体は 13 件，キット A 陽性で遺伝子検査陰

性が 8 件，キット不明で遺伝子検査陰性が 18 件，キッ

ト A，B 両方陽性で遺伝子検査陰性が 2 件，キット A 陰

性で遺伝子検査陽性が 2 件あった。キット A 陽性で遺伝

子が検出されなかった原因の一つとして，キット診断か

ら検体採取までの数日間に投薬がなされウイルス量が減

少したと考えられた。キット A，B ともに陽性を示し遺

伝子検査陰性だった例は，当センターで行ったキット検

査ではすべて陰性であった。A，B 二種類同時感染事例

はまれであり，キットの種類もしくは判定法に問題があ

ると考えられた。キット陰性で遺伝子検査陽性の 2 件は，

どちらも医師が強く新型インフルエンザを疑ったもので， 

遺伝子検査の方がキット検査より感度が高いことで検出 

されたのではと考える。 

ウイルスサーベイランスの月別検体数と検査結果を図

3 に示した。8 月から 3 月までに 218 検体について検査

し 207 件の新型インフルエンザを確認した。未検出 11
件中 3 件は B 型を疑った検体だったが，これについては

図 3 に示した。8 月から 3 月までに 218 検体について検 
査し 207 件の新型インフルエンザを確認した。未検出 11 
件中 3 件は B 型を疑った検体だったが，これについては

A 型も B 型も確認されなかった。 

オセルタミビル（タミフル）薬剤耐性については，当 
センターで新型インフルエンザと確認された最初の 4 検

体について 7 月に臨床検体から遺伝子解析を行い薬剤耐

性でないことを確認した。その後，ウイルス（病原体定 

 
 

 

 

点）サーベイランスで分離された 108 件の中から無作為

に抽出した 59 件について薬剤耐性検査を行った。結果 1
件から耐性株である遺伝子変異を確認し，感染研で感受
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表 2 簡易キットと PCR 検査結果の比較 

表 1 サーベイランス結果 

 
A AH1pdm 件数

A（＋） + + 289

A（＋） － － 8
A（－） － － 13
不明 － － 18

A(+)B(+) － － 2
A（－） + + 2

迅速簡易
診断キット

ﾘｱﾙﾀｲﾑRT-PCR

図 1 週別検査検体数と定点当り報告数 

図 2 年齢群別検体数 

AH1 AH3
(ソ連型） （香港型）

8/17-11/10
1/13-3/24

合計 557 491 4 5 57

0

ウイルス（病原体定点）
サーベイランス

218 207 0 0

4 3

11

0

入院
サーベイランス

8/28-12/30 300 259 0 0 41

集団（クラスター）
サーベイランス

7/22-8/26 21 21 0

発熱外来 5/21-7/1 11 4 0

検体受付日
受付

検体数
AH1pdm 未検出

新型インフルエンザ疑い 5/12-5/18 7 0 4 1 2
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性試験を行った結果，耐性株であることが判明した。こ

の事例はリレンザ服用で回復しており，周辺への耐性株

による感染拡大は確認されなかった。 
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6 まとめ 

これまで様々なサーベイランスにより，557 件のウイ

ルス検査を実施し，491 件から新型インフルエンザを確 

認した。薬剤耐性について検査を行った結果 63 件中 1 

件の耐性株を確認した。今シーズン(2009-2010 シーズ

ン)は少なくても 3 月までは新型インフルエンザのみの

流行だった。今後は一旦落ち着いた状態がこのまま持続

するのか，来シーズンの流行が早期に始まるのか，また，

季節性インフルエンザの流行に移動するのかなどウイル

スサーベイランスにより監視を続け，また，オセルタミ

ビル（タミフル）耐性ウイルス出現の拡大監視も引き続

き行っていかなければならない。さらに，今回の新型は

幸い毒性の強いものではなかったが強毒性鳥インフルエ

ンザも無くなったわけではなく，新たなパンデミックを

起こす可能性のある新型インフルエンザに関心を持ち続

け，今後の検査体制を整えていかなければならないと考

える。 
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図 3 月別検体数 
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カキを用いたサポウイルスの環境調査 

  Environmental survey of Sapovirus employing oyster  
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過去 3 ヶ年の冬季に県内の下水処理場処理水受容河川にカキを吊しサポウイルス（SaV）の検出調査を行った結果，

2007 年シーズンは 16 個体中 3 個体（18.8%）， 2008 年シーズンは 67 個体中 2 個体（3.0%）から SaV 遺伝子が

検出されたが 2009 年シーズンは検出されなかった。一方 2007 年シーズンと 2008 年シーズンに県内産生食用市販カ

キを対象とした調査では，19 年度に 48 個体中 1 個体から SaV 遺伝子が検出された。さらに，今回検出された SaV

株と胃腸炎事例で患者から検出された株を分子疫学的に解析した結果，100%一致する例が確認された。 

 

キーワード：サポウイルス（SaV）;市販カキ;垂下カキ;系統解析 

Key words：human sapovirus ;commercial oyster; dipped oyster;  phylogenetic analysis 

 

1 はじめに  

近年，サポウイルス(SaV)を原因とする食中毒が増加

している。SaV 感染者はノロウイルス感染者と同様にウ

イルス粒子を糞便中に排泄するため，SaV の環境や食品

への混入が危惧される。SaV の環境や食品への混入の状

況を調べることは，SaV による食中毒の予防対策を講ず

る上で重要である。そこで，ろ過性生物であるカキを用

いて環境水中のサポウイルス調査を行い，疫学的解析へ

の応用を試みた。 

 

2 対象および検査方法 

2.1 材料 

宮城県内の下水処理場の処理水受容河川にカキを吊

し（以下垂下カキ），2007 年シーズンは 10 月下旬に

垂下開始し同年 12 月に採取したカキ 16 個体，2008 年

シーズンは 11 月初旬から垂下し 12 月と 2009 年 1 月

に採取したカキ合計 67 個体，2009 年シーズンは 10 月

初旬から垂下し 10 月，11 月，12 月及び 2010 年 1 月

に採取したカキ合計 65 個体を対象に SaV 遺伝子検出

検査を行った。 

この下水処理場の処理区内人口は約 64 万人で処理は標

準活性汚泥法で行われており処理水量は約 21 万ｍ３/

日であった。さらに，2007 年，2008 年及び 2009 年 

 

 

 

の 12 月に県内で市販されていた県内産生食用カキ（以

下市販カキ）それぞれ 16 パックについても同様に調査

を行った。なお，市販カキは 1 パックに付き任意に 3 個

体取り出し 1 個体ずつ個別に検査した。 

2.2 方法 

2.2.1 カキからの SaV 遺伝子検出 

垂下カキ，市販カキともに検査室に搬入後直ちに中腸

腺を無菌的に取り出し，細胞破砕法 1)でウイルスの抽出

を行った。ウイルス RNA は QIAamp Viral RNA mini 

kit を用いて抽出・精製し DNase 処理後，Randam プラ

イマーを用いた逆転写反応より cDNA を作成した。SaV

遺伝子検出用のRT-PCRはOkadaらの方法 2)に従った。

すなわち，SV-F13/SV-R13， SV-F14/SV-R14 プライ

マーを用いて 1st PCR を行い，その後，SV-F22/SV-R2

プライマーを用いて nested PCR を行った。PCR 産物は

アガロースゲルで電気泳動後，エチジウムブロマイドで

染色し紫外線照射下で確認を行った。 

2.2.2 SaV 遺伝子解析 

増幅産物はカラム精製後シークエンス用 PCR を行い

ABI310 でシークエンスを行った。塩基配列決定後 Blast

で検索し，Clustal X を用いて木村の 2 パラメータ法に

よりアライメントを行い，NJ 法により分子系統樹を作

製した。boot strap 法によって信頼性を検証した。 

* 1 現 国立感染症研究所 

* 2  現 国立医薬品食品衛生研究所 

* 3 現 東北大学大学院工学研究科 
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3 結果 

表１にカキからの SaV 遺伝子検出結果を示す。2007

年シーズンは垂下カキ 16 個体中 3 個体(18.8%)，市販

カキ 48個体中 1個体(2.1%)から SaV遺伝子が検出され

た。2008 年シーズンは市販カキからは SaV 遺伝子は検

出されなかったが，垂下カキからは 67 個体中 2 個体

（3.0%）から遺伝子が検出された。一方，2009 年シー

ズンは垂下カキと市販カキから SaV 遺伝子は検出され

なかった。また，SaV 遺伝子の capsid 領域アミノ末端

側 321残基の塩基配列を対象とした分子系統解析の結果

を，図 1 に示す。2007 年シーズンに市販カキと垂下カ

キから検出された SaV 遺伝子と同年に胃腸炎患者から

検出された SaV 株はすべて GⅣ/1 のクラスターに分類

され，株間で 99.7%以上の相同性が認められ，中には

100%塩基配列が一致する例も確認された。一方，2008

年シーズンに垂下カキから検出された 2 件はそれぞれ

GⅠ/1 と GⅠ/3 近縁株であった。 

 

 

  

 

 

4 考察 

これまで市販国内産シジミ 3)やカキが原因食品と推定

される食中毒事例 4)からのSaV遺伝子の検出報告はある

が，市販カキから SaV 遺伝子を検出した事例は国内外で 

初めてである。 

2007 年は県内で発生した SaV が原因と考えられる感

染性胃腸炎事例で，患者から検出した GⅣ/1 近縁株と同

年に垂下カキや市販カキから検出された GⅣ/1 近縁株

の capsid 領域アミノ末端側 321 残基の塩基配列が，

100%一致する例も確認され 5)，ヒト糞便に由来する SaV

が環境水などを経由してカキに取り込まれていることが

示唆された。 

今回の結果より SaV のヒトでの流行を把握するため

に，ろ過性生物であるカキを用いた SaV のモニタリング

は有効であると考えられた。 

 

 

 

 

図１ SaV 遺伝子の capsid 領域アミノ末端側 321 残基の塩基配列に基づく系統樹（ＮＪ法） 

 

2007年シーズン 2008年シーズン 2009年シーズン 2007年シーズン 2008年シーズン 2009年シーズン

陽性数/検体数 3/16 2/67 0/65 1/48 0/48 0/48

検出率（％） 18.8 3.0 0.0 2.1 0.0 0.0

垂下カキ 市販カキ

表１ カキからの SaV 遺伝子検出結果 



- 32 - 

 

 

5 参考文献  

1)  Ueki Y., Sano D., Watanabe T., Akiyama K., 

Omura T:Water Res,39(18),4271–4280(2005) 

2)  Okada M., Yamashita Y., Oseto M., Shinozaki 

K:Arch Virol,151(12),2503–2509(2006) 

3)  Hansman G.S., Sano D., Ueki Y., Imai T., Oka T., 

Katayama K., Takeda N., Omura T:Emerg Infect 

Dis,13(1),133–135(2007) 

4)  Nakagawa-Okamoto R., Arita-Nishida T., Toda S., 

Kato H., Iwata H., Akiyama M., Nishio O., Kimura 

H., Noda M., Takeda N., Oka T:Jpn J Infect 

Dis,62,63–66(2009) 

5)  植木 洋，庄司美加，山本美和子，阿部勝彦，伊藤文

明，池田義文，西尾 治，岡 智一郎，片山和彦，武田直

和，野田 衛:カキを用いたサポウイルスの環境調査 第

56 回日本ウイルス学会学術集会抄録，281(2008) 

 



宮城県保健環境センター年報 第 28 号 2010                                - 33 - 
 

Google マップを用いた「インフルエンザ様疾患による 

学校の措置状況地図」について 
 

Publication of school clouser because of influenza using Google Maps  
in Miyagi Prefecture  

 

  後藤 郁男  佐藤 由紀  沖村 容子  御代田恭子 

  Ikuo GOTO， Yuki SATO， Yoko OKIMURA， Yasuko MIYOTA 
   

2009 年の新型インフルエンザパンデミックを機に，県教育庁と連携して県内（仙台市を除く）の公立の保育園，

小学校，中学校，高等学校そして特別支援学校における「インフルエンザ様疾患による学校の措置状況」を地図上に

表示するプログラムを開発し，宮城県結核・感染症情報センターのホームページを通じて県民に提供した。プログラ

ムの制作過程で“Google Maps API”を導入することで，新たな地図表示プログラムの開発が不要となり，さらに，

無償かつ短時間で情報提供することができた。また，学校における措置の状況と感染症発生動向調査で収集されるイ

ンフルエンザ患者報告数との関連を検討したところ，患者報告数と対応する週に措置をとった学校数・患者数・罹患

者数との間にそれぞれ強い相関がみられ，学校の措置状況をインフルエンザサーベイランスの情報源として活用する

ことの妥当性が示された。 

 

キーワード：インフルエンザ；Google マップ；学校閉鎖；Google Maps API 

Key words：Influenza；Google Maps；School clouser；Google Maps API 
 

1 はじめに 

保健環境センター微生物部内に設置されている「宮城

県結核・感染症情報センター（以下情報センター）」で

はこれまで，感染症発生動向調査週報と月報を中心に，

感染症の流行情報を提供してきた。特に毎年流行するイ

ンフルエンザについては，患者情報に病原体情報を加え

てより詳細な情報提供を行ってきたが，昨年「新型イン

フルエンザ」の流行が始まって以来，その監視を強め，

また，県民に向けてさらに迅速かつ付加価値のある情報

提供を行う必要性が生じた。そこで今回，教育庁スポー

ツ健康課で集約している「インフルエンザ様疾患による

学校の措置状況（以下措置状況）」の情報を入手し，そ

の情報を「Google マップ」を用いて宮城県地図上に表示

する新手法を開発した。そして，この手法を用いて「イ

ンフルエンザ様疾患による措置状況地図（以下措置状況

地図）」を作成し情報センターのホームページで公開し

た。本論文では新プログラムの制作過程と，今回着目し

た措置状況とインフルエンザ流行状況との関連性につい

て検討した結果を報告する。 

 

2 対象および方法 

2.1 措置状況情報の入手 

 新たに県教育庁スポーツ健康課と連携をとり，仙台市

を除く宮城県内の公立の保育園，小学校，中学校，高等

学校そして特別支援学校の合わせて 686校（分校を含む）

を調査対象とした。 

 

2.2 Google Maps API の利用 

Google のアカウントと Google Maps API キーを取得

し，API キーを保健環境センターのサーバーに設置する

ことで Google マップを無料で表示可能にした 1)。 

2.3 措置状況地図を表示するプログラムの開発 

 Google マップ上にマーカーを表示させるプログラムを

JavaScript で作成した。このプログラムの一部には，慶

応義塾大学政策・メディア研究科，厳教授の承諾のもと，

同研究室が開発したツールを使用した 2)。また，

JavaScript にデータを流し込むデータシートをエクセ

ルのマクロ機能を用いて作成した。措置状況地図は情報

センターの HP に掲載し，一般公開を行った。 

2.4 措置状況と患者報告数に関する検討 

 措置状況の情報がインフルエンザサーベイランスのデ

ータとして活用できるか検討するため，措置をとった教

育施設の学校数，欠席者数，罹患者数，欠席率について，

それぞれ患者報告数との関連性を簡易に解析した。 

2.5 オンラインアンケートフォームの設置 

 措置状況地図のあり方を問うために，無料のオンライ

ンアンケートフォームを設置して意見を求めた。 

 

3 結果 

3.1 措置状況地図の公開 

新たに開発したプログラムで，措置報告があった 2009
年第 35 週より 1 週間ごとに地図を作成し，2009 年 10
月 13 日より一般に公開した。地図のマーカーを色分け
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し，黄色は授業短縮，オレンジは学級閉鎖，ピンクは学

年閉鎖，赤は学校閉鎖になった学校とし，視覚に訴える

形で措置状況を示した(図 1)。また，Google マップの機

能を導入することで，地図を拡大して表示したり，地図

を衛星写真に切替えることも可能にした。さらに，マー

カーをクリックするとふき出しが表示され，その中に学

校名と措置を表示させた(図 2)。 

 

 

図 1 措置状況地図の表示例（2009 年第 43 週） 

 

 

図 2 措置状況地図の拡大表示例（2009 年第 43 週） 

 

 

3.2 措置状況のデータ解析 

学校における措置状況と患告数の関連性について解析

を行ったところ，1 定点あたりの患者報告数と対応する

週 に 措 置 を と っ た 学 校 数 (R=0.972) ， 欠 席 者 数

 

  

図 3 措置学校数と患者報告数 

 

図 4 欠席者数と患者報告数 

 

図 5 罹患者数と患者報告数 

 

図 6 欠席率と患者報告数 

図 4 欠席者数と患者報告数 

図 5 罹患者数と患者報告数 
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(R=0.930)， 罹患者数(R=0.918)の間には強い相関が認

められた。しかし，欠席率との間に相関は認められなか

った(R=0.223)（図 3 から図 6）。 

3.3 オンラインアンケートの結果 

オンラインアンケートで 41 件の回答（回答率 11.5％）

を得た。その結果，措置状況地図の利用者は教育機関関係

者が 56.5％と最も多く，次いで一般市民・県民が 25.0％
であった。措置状況地図の感想は，「良い・やや良い」を

合わせると 65.2％が良いとなったが，「やや悪い・悪い」

が合わせて 13.5％あり，表示法の改善を求める声があっ

た（図 7）。措置状況地図の利用意向については，94.2％
が「今後も利用する」という結果になった（図 8）。

 

図 7 オンラインアンケートの結果１

 

図 8 オンラインアンケートの結果 2 

 

4 考 察 

県内における新型インフルエンザのアウトブレイクに

合わせるため，急遽プログラムの開発を行ったが，当初一

番困難と思われた地図表示機能に Google Maps API を利

用することで，迅速かつ無償で開発が可能となった。さら

に，リアルタイムで公開することができた点は特に有益と

考えられる。 

また，措置状況は各週における患者報告数の推移とよく

連動し，措置をとった学校数・患者数・罹患者数と患者報

告数との間にそれぞれ相関がみられた事から，措置状況の

情報を今後のインフルエンザ流行予測データの一部とし

て活用できる事が示された。太田ら 3)は学校欠席率と感染

症発生動向調査インフルエンザ定点観測値との間に強い

正の相関を見出し「小学校欠席率の地理的分布状況地図」

を作成している 4)が，今回我々の結果においては欠席率と

患者報告の間に相関は認められなかった。これは仙台市は

規模や年齢構成が類似した市内の小学校の欠席率を指標

にしているが，我々は規模や年齢構成が著しく異なる保育

園から特別支援学校を調査対象として欠席率を算出して

いるため，欠席率が多様化し，患者報告数との相関が認め

られなかったものと推察された。 

今回，情報センターとして新手法を用いて新たな情報発

信を行ったが，オンラインアンケートの結果，措置状況地

図の利用意向が高いことが判明し，この手法による情報提

供に一定の関心が得られたと思われる。一方で，地図の表

示に対する不満やさらなる情報提供を求める意見や要望

があったことから，今後利便性を向上させ，情報を追加す

るなど，プログラムの改良を重ねる必要があると考えられ

た。 

 

5 まとめ 

県教育庁で集約している「インフルエンザ様疾患によ

る学校の措置状況」をインフルエンザサーベイランス情

報として活用するため，Google Maps API を用いて地

図を作成するプログラムを開発して県民に向けて公開し

た。その結果，表示方法などに検討の余地があるものの，

利用者から一定の関心と支持が得られた。また「インフ

ルエンザ様疾患による学校の措置状況」と感染症発生動

向調査における患者報告数との間に関連性を見出し，新

たなインフルエンザサーベイランスの情報源として活用

できることを示した。 

 

措置状況地図の URL 

http://www.ihe.pref.miyagi.jp/~kansen-center/ 
flumap/public.html 
 

6 参考文献 

1) Google Maps API 
http://code.google.com/intl/ja/apis/maps/ 

2) 慶応義塾大学 政策・メディア研究科 
http://www.sfc.keio.ac.jp/academics/graduate/ 

3) 太田博，酒井克朗，島崎順子，阿部幸史，岩崎恵美子，

稲垣俊一：第 27 回宮城県保健環境センター研究発表会 
4) 小学校児童欠席率の地理的分布状況

https://www.city.sendai.jp/kenkou/eisei-ken/hygie
ne/pdf/bunpu.pdf 



- 36 - 
 

 

生食用鮮魚介類等におけるヒスタミン産生菌に関する調査 

Study of histamine producing bacteria in fresh seafoods to eat raw 
 

宮﨑 麻由  平本 都香  山口 友美 

有田 富和  加藤 浩之  那須  務 

渡邉  節  沖村 容子  御代田恭子 

Mayu MIYAZAKI，Kunika HIRAMOTO，Yumi YAMAGUCHI 
Tomikazu ARITA，Hiroyuki KATO，Tsutomu NASU 
Setsu WATANABE，Yoko OKIMURA，Yasuko MIYOTA 

   

宮城県内に流通する生食用鮮魚介類及びゆでだこ 78 検体について 25℃・48 時間培養の虐待試験を実施し，遺伝子

検査によるヒスタミン産生菌の有無を調査したところ，22 検体が陽性となった。この陽性検体からは，Morganella 
morganii 他 12 菌種が分離同定された。また，MPN 法を用いてヒスタミン産生菌を定量的に測定したところ，＜3.0 
～15/ml であった。さらに，PCR 陽性であった虐待試験検体からは高濃度のヒスタミンが検出され，ヒスタミン産

生菌によるヒスタミンの産生が確認された。これらのことから，生食用鮮魚介類等であっても取扱状況によりヒスタ

ミン産生の可能性があることが示唆された。 

 

キーワード：ヒスタミン；ヒスタミン産生菌；鮮魚介類 

Key words：Histamine；Histamine producing bacteria；Fresh seafoods 
 

1 はじめに 

 ヒスタミンは，赤身魚に多く含まれるヒスチジンがヒ

スタミン産生菌のもつヒスタミン脱炭酸酵素によって生

成され，しばしばアレルギー性食中毒の原因として問題

となる。現在我が国において，食品中のヒスタミン量に

は規制はないが，ヒスタミン食中毒発症濃度はおよそ

100mg/100g 以上と言われている 1)2)。ヒスタミンによ

る食中毒は，全国で年間十数件程度発生しており 3)，宮

城県では平成 21 年に 2 件の発生があった 4)。平成 17 年

から 5 年間の全国と宮城県のヒスタミン食中毒発生件数

を図 1 に示した。今回，県内に流通する生食用鮮魚介類

及び生食用魚介類加工品についてヒスタミン産生菌の検

出及びヒスタミン産生量の測定を実施し，若干の知見を

得たので報告する。 

 

2 対象及び検査方法 

2.1 対 象 

平成 21 年 6 月から 9 月までに搬入された収去検査用

検体で，赤身魚 42 件，白身魚 10 件，その他（ほたて・

ほや・甘えび等）9 件及びゆでだこ 17 件の計 78 検体を

調査対象とした。 

2.1.1 試料液の調整 

試料液 A:検体 10g に PBS90ml を加えてストマッキン

グしたもの 

試料液 B：検体 10gを 25℃で 24時間培養後，Histidine 
Broth90ml を加えてストマッキングし，さら

に，25℃で 24 時間培養したもの（検体の虐待

試験） 

 

2.2 方法 

2.2.1 一般細菌数測定 

試料液 A を用いて，102 から 104 まで 10 倍段階希釈し

た希釈液各 1ml を 1%食塩加標準寒天培地で混釈し，

25℃で 48 時間培養して一般細菌数を求めた。 

2.2.2 ヒスタミン産生菌 MPN 

試料 A を用いて，101 から 104 までの 10 倍段階希釈液

１mlを Histidine Broth10ml各 3本にそれぞれ接種し，

25℃で 24 時間培養した。発育を示したものについて

PCR によりヒスチジン脱炭酸酵素遺伝子の有無を確認

しヒスタミン産生菌 MPN 値を求めた（ヒスチジン脱炭

酸酵素遺伝子 PCR MPN）。 

2.2.3 PCR によるヒスチジン脱炭酸酵素の検出 

試料液Bを用いてヒスチジン脱炭酸酵素を標的遺伝子

として，試料中のヒスタミン産生菌の有無を検査した。 
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図 1 ヒスタミン食中毒事件
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2.2.4 ヒスタミン産生菌の分離及び同定 

PCR 陽性であった検体について BTB 培地に塗抹し，

25℃で 48 時間培養した。乳糖分解菌，非分解菌をそれ

ぞれ 30 菌株ずつ釣菌し，分離菌株について再度 PCR に

よりヒスチジン脱炭酸酵素遺伝子を有する菌株を特定し

た。陽性菌株について，それぞれ 1%の食塩を加えた TSI
寒天，LIM 培地，SIM 培地，VP 半流動培地，尿素培地，

シモンズのクエン酸塩培地に接種し，25℃で 48 時間培

養して生化学性状を検査した。併せて，簡易同定キット

（BBL クリスタル：日本ベクトン・ディッキンソン株式

会社）を用いて菌種の同定を行った。 

2.2.5 ヒスタミン量の測定 

 試料液 B について，ヒスタミン簡易測定キットである

チェックカラーHistamine（キッコーマン）を用いて，

ヒスタミン産生量を測定した。 

 

3 結果及び考察 

3.1 一般細菌数測定及びヒスタミン産生菌 MPN 

魚種別の PCR によるヒスチジン脱炭酸酵素遺伝子の

検出状況を図 2 に示した。PCR 陽性となった検体 22 件

の一般細菌数は，5.0×102～3.9×106cfu/ml の間で推移

していて，102 オーダーが 2 件，103 オーダーが 5 件，

104 オーダーが 7 件，105 オーダーが 7 件，106 オーダ

ーが 1 件であった（表 1）。また，ヒスタミン産生菌

MPN は，<3.0/ml が 11 件（50.0%），3.6/ml が 7 件

（31.9%），6.2/mlが 2件（9.1%），7.4/mlが 1件（4.5%），

15/ml が 1 件（4.5%）であった（表 2）。 
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図 2 魚種別ヒスチジン脱炭酸酵素遺伝子検出状況 

 

3.2 PCR によるヒスチジン脱炭酸酵素の検出及びヒス

タミン産生菌の分離・同定 

虐待試験検体のうち，22 件が PCR 陽性となった。さ

らに，これら 22 件から 106 株のヒスチジン脱炭酸酵素

陽性菌株を分離した（表 3）。陽性検体のうちわけは，

赤身魚が 11 検体（50.0％）白身魚が 5 検体（22.7％）

その他の魚介類が 6 検体（27.3％）であった。同定した

ヒスタミン産生菌は Morganella morganii 72 株，

Klebsiella oxytoca 14 株，Pantoea agglomerans 5 株，

Providencia rettgeri 4 株，Proteus vulgaris 2 株，

Enterobacter gergoviae 2 株 ， Klebsiella 
pneumoniae,Serratia plymuthica,Ewingella 
americana ， Flaviamonas oryzihabitans ，

Enterobacter cloacae ， Kluyvera ascorbata, 
Bergeyella zoohelcum 各 1 株ずつであった。 

3.3 ヒスタミン産生量 

虐待試験検体のうち，PCR 陽性であった 22 件のヒス

タミン量は，194～5,003mg/L であった。また，そのほ

とんどが 3,000mg/L 前後であり，ヒスチジン含有量が

多いとされている赤身魚に限らず白身魚，その他の魚介

類からも高濃度に検出された（表 4）。 

 

4 まとめ 

今回，虐待試験を実施した 78 検体のうち，22 件（28%）

からヒスチジン脱炭酸酵素遺伝子が検出された。ヒスチ

ジン含有量の多い赤身魚の他，白身魚，ゆでだこ，ほた

て，ほや，甘えびからも検出され，魚種に関わらずヒス

タミン産生菌の存在が確認された。また，これらから分

離された 106 菌株のうち 72 株（68.0%）はヒスタミン

産生菌として最も代表的な Morganella morganii であ

った。分離菌はこの他，Klebsiella，Providencia や

Serratia 等の腸内細菌科であった。多くが環境常在菌で

あることから，取扱いまたは流通過程で二次汚染があっ

たことが考えられた。一般細菌数は 102～106cfu/ml と
多かったのに対し，ヒスタミン産生菌量はヒスチジン脱

炭酸酵素遺伝子 PCR の MPN 値で<3.0～15/ml と低く，

全体に占めるヒスタミン産生菌の割合は非常に少なかっ

た。しかし，PCR によりヒスチジン脱炭酸酵素陽性とな

った虐待試験検体からは，高濃度のヒタミンが検出され

表 2 ヒスタミン産生菌 MPN 値（PCR） 

<3.0 3.6 6.2 7.4 15.0

赤身魚 11 7 2 1 1

白身魚 5 2 1 1 1

ゆでだこ 3 3

ほたて・ほや

・甘えび
各1 2 1

計 22 11 7 2 1 1

種類 検体数
ヒスタミン産生菌MPN（/ｍｌ）

 

表 1 一般細菌数 

×10
2

×10
3

×10
4

×10
5

×10
6

赤身魚 11 1 3 5 2

白身魚 5 1 1 2 1

ゆでだこ 3 3

ほたて・ほや

・甘えび
各1 1 1 1

計 22 2 5 7 7 1

種類 検体数
細菌数（cfu/ml）
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た。このことは，生食用魚介類に付着していたヒスタミ

ン産生菌のヒスタミン産生能を裏付ける結果であると考

える。鮮魚中のヒスタミン産生菌及びヒスタミン量は加

工品に比べて少ないことが報告されているが 5)6)，本調

査でヒスタミン産生菌が被検体の 28%から検出され，そ

のすべてからヒスタミンが検出されたことから，生食用

鮮魚介類であっても水揚げから流通までの間にヒスタミ

ン産生菌による汚染があれば，取り扱いの不備や作業温

度，取り扱い時間などによって菌が増殖して，ヒスタミ

ンが産生されることが示唆された。また，ヒスタミン産

生菌量が少量であっても，菌の増殖に伴いヒスタミンが

産生されることが推察された。 

 

ヒスタミンの制御は衛生的取扱いと温度管理が重要で 

あり，一度産生されたヒスタミンは加熱によっても減少

しないことから，一般消費者を含めた鮮魚介類の取扱い

についての周知徹底が必要であると思われた。過去 5 年

間において，全国的にも白身魚による食中毒事例はみら

れない。しかし，今回の調査で白身魚やその他の魚介類

からもヒスタミン産生菌が検出されており，主としてヒ

スタミンによる食中毒の原因となる赤身魚だけではなく，

白身魚やその他の魚介類においてもヒスタミン産生菌に

よる汚染が認められたことから，その取扱いによっては

二次汚染源となる可能性も考えられた。魚介類やその加

工品の製造が盛んな宮城県においては，より厳重な衛生

管理によるヒスタミンの制御が求められる。 

今後さらなる調査を加え，ヒスタミンによる食中毒防

止の一助としていきたい。 

5 参考文献 
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表 4 虐待試験検体のヒスタミン産生量 

（チェックカラーHistamine 法） 

検体 　　魚種 ヒスタミン量（mg/L）

赤身魚　1 4,551

赤身魚　2 3,960

赤身魚　3 2,185

赤身魚　4 3,900

赤身魚　5 4,030

赤身魚　6 4,581

赤身魚　7 3,820

赤身魚　8 2,887

赤身魚　9 4,792

赤身魚　10 3,409

赤身魚　11 3,880

白身魚　1 2,456

白身魚　2 5,003

白身魚　3 2,316

白身魚　4 2,797

白身魚　5 3,429

ゆでだこ　1 2,707

ゆでだこ　2 2,657

ゆでだこ　3 194

ほや 852

甘えび 2,857

ほたて 3,639

赤身魚

白身魚

その他

ゆでだこ

 

表 3 魚種によるヒスタミン産生菌分離状況 

種類

ヒスチジン
脱炭酸酵素
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赤身魚 68 55 4 2 2 1 1 1 1 1

白身魚 23 12 1 3 4 1 1 1

ゆでだこ 5 3 2

ほたて・ほや
甘えび

10 2 7 1

計 106 72 14 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1

割合（％） 68.0 13.3 4.8 3.8 1.9 1.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
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東北地方で発生した腸炎ビブリオ O3:K6 の PFGE 解析 

Pulse-Field Gel Electrophoresis Analysis of Pathogenic Vibrio parahaemolyticus 
O3:K6 Strains Isolated from Tohoku region of Japan. 
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Ikuo GOTO，Hiroyuki KATO，Tsutomu NASU 

  Taeko KOBAYASHI，Setsu WATANABE，Yoko OKIMURA 
Juro YATSU，Yasuko MIYOTA 

 

2006 年度から 2008 年度までの 3 年間に東北地方で分離された腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)血清型

O3:K6 株についてパルスフィールドゲル電気泳動（PFGE）法等による解析を実施した。その結果合計 9 種類のパタ

ーンが得られたが各パターンは類似しており，地域的な偏りなどは確認されなかった。シーケンス解析などの結果，

これらの株は全てパンデミック株であった。また，血清型不明株 1 株について同様に解析をおこなったところ，この

株もパンデミック株であることが確認された。この株の血清型を再確認したところ，O1:K36 型であった。PFGE の

代替法としてランダム増幅多型 DNA(RAPD)法を検討したが，良好な結果は得られなかった。 

 

キーワード: 腸炎ビブリオ；パルスフィールドゲル電気泳動；血清型；O3:K6；O1:K36；RAPD 

Key words :Vibrio parahaemolyticus；PFGE；serotype；O3:K6；O1:K36；RAPD 
 

1 はじめに 

1996 年以降に発生した腸炎ビブリオ食中毒は，腸炎

ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)血清型 O3:K6 に

よるものが多くを占めるようになった。これらの株は遺

伝的に極めて類似しており，単一菌に由来するクローン

と考えられ，また遺伝子レベルで他の血清型の株（1995
年以前に分離された O3:K6 株を含む）とは明確に異な

っていた。この株はその後欧米を含む全世界に拡散し，

パンデミック株と呼ばれ，公衆衛生上大きな問題となっ

ている。今回東北地方における腸炎ビブリオパンデミッ

ク株の侵淫状況を網羅的に解析するため，東北各県で分

離された O3:K6 株についてパルスフィールドゲル電気

泳動(PFGE)による解析を実施し，さらに，一部の株に

ついては毒素遺伝子領域の塩基配列による型別を試みた

ので報告する。また，簡便な DNA タイピング手法であ

るランダム増幅多型 DNA (RAPD)法の導入についても

検討したのであわせて報告する。    

 

2 対象及び検査方法 

2.1 対象 

2006年度から 2008年度にかけて当センターを含む東

北地方の各衛生研究所及び宮城県医師会健康センターで

分離された O3:K6 計 70 株及び比較対照として血清型の

異なる株 2 株と血清型不明株 1 株を用いた。 

2.2 方法 

2.2.1 PFGE 法 

PFGE 法は定法に従い実施した。泳動は CHEF 
MAPPER(BioRad)でおこない，

FingerprintingII(BioRad)で解析した。制限酵素は

NotI 及び SfiI を用いた。 

2.2.2 Group Specific-PCR 及び毒素遺伝子の PCR パ

ンデミック株を特異的に検出する Group 
Specific-PCR(GS-PCR)法，及び毒素遺伝子領域の増

幅のための PCR に用いた鋳型 DNA の調整は，Isoplant
（日本ジーン）を使用した。パンデミック株特異的

GS-PCR 及び毒素遺伝子(toxRS)領域の PCR は

Matsumoto らの方法 1)を用いた。それぞれの PCR 反応

には GS-VP.1(5’-TAATGAGGTAGAACA-3’)及び

GS-VP.2(5’-ACGTAACGGGCCTACA-3’）のプライマ

ーセット並びに

toxRS.1(5’-TATCTCCCATGCGCAAACGTA-3’)及び

toxRS.2(ACAGTACCGTAGAACCGTGAT-3’)のプラ

イマーセットを用いた。 
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2.2.3 塩基配列解析 

toxRS 領域の PCR 産物を ABI310 でダイレクトシー

クエンスを実施して塩基配列を決定した。シーケンス反

応は toxRS 領域の増幅に用いたプライマーを使用した。

BioLine ソフトウェアで Genbank の配列データと比較

した。 

2.2.4 血清型別 

血清型別は血清型別用免疫血清（デンカ生研）を用い

て実施した。 

2.2.5 RAPD 法による解析 

RAPD 法による解析には，AKopyanz らのプライマー

2)10 種(1247 5’-AAGAGCCCGT—3’ 1254 
5’-CCGCAGCCAA—3’1281 
5’-AACGCGCAAC—3’1283 
5’-GCGATCCCCA—3’1290 
5’-GTGGATGCGA—3’D14307 
5’-GGTTGGGTGAGAATTGCACG—3’D11344 
5’-AGTGAATTCGCGGTGAGATGCCA—3’D8635 
5’-GAGCGGCCAAAGGGAGCAGAC—3’D9355 
5’-CCGGATCCGTGATGCGGTGCG—3’D14126  

5’-NNNAACAGCTATGACCATG—3’）及び Bilung ら

のプライマー3)3 種(Gen15003 
5’-CTTGAGTGGA—3’Gen15004 
5’-TCCTCAAGAC—3’Gen15008 
5’-GAGATGACGA-3’）を用いた。反応は各文献の条件

で実施した。 

 

3 結果及び考察 

PFGE の結果，各菌株は特徴的なバンドの有無から A，

B2 つのグループに大別された（図 1）。 

全ての菌株は 9 種類のパターンに帰属されたが（図 2），
多くのバンドがほぼ全ての株で共通であり，全体として

相互に極めて類似していることから，全ての株がパンデ

図 2 検出された 9 種の PFGE パターン 

 

図 3 代表的パターンによる系統樹 

 

図 1 NotI 処理による PFGE パターン 
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ミック株であると考えられた。 

興味深いことに，比較対照として用いた株のうち血清

型不明の株 1 株もパンデミック株のパターンを示し，こ

の株もパンデミック株である可能性が示唆された（図 3）。 
これらの株がパンデミック株そのものであることを確

認するため，一部の株についてパンデミック株特異的検

出法である GS-PCR を実施した（図 4）。その結果，全

ての O3:K6 株及び血清型不明株（図 4 赤字）でパンデ

ミック株特有の増幅産物が得られた。 

さらに，これらの株の毒素遺伝子 toxRS 領域の塩基配

列を決定してパンデミック株及び非パンデミック株の 

塩基配列データと比較解析した結果，全てパンデミッ

ククローンに共通の遺伝子変異をもっており，これらの

株がパンデミッククローンであることが確認された（図

5）。 

 

なお，各菌株の PFGE パターンに地域的・時間的な偏

りは認められず，出現から十数年経過した現在でも遺伝

的類似度が依然として高く，PFGE 法でパンデミック株

同士の比較をおこなうことは現時点では困難であると考

えられた。 

興味深いことに比較対象として解析に加えた血清型不

明の腸炎ビブリオ株も PFGE パターン及び塩基配列か

らパンデミッククローンであることが判明した。この株 

について改めて複数回の血清型別試験を実施して再確認

したところ血清型 O1:K36 であることが判明した。 

近年ではパンデミッククローンの内部から血清型が変

異した株（O1:KUT，O4K68，O1:K25 など）が派生し

てきており，この株もそうした中で出現したものと考え

られる。 

また，非パンデミック型の腸炎ビブリオにおいてもパ

ンデミック株の毒素遺伝子を取り込んだ｢新たなパンデ

ミック候補株｣が出現し始めており，今後は多様な血清

型・PFGE パターンの腸炎ビブリオ食中毒が出現して来

ることが予想される。このような事態に対処するため，

腸炎ビブリオの PFGE 法によるデータの蓄積がますま

す重要になるものと考えられた。 

PFGE 法の最大の欠点は，検査に時間がかかることで

ある。そこで，迅速な DNA タイピング手法である RAPD
法の導入を試みた。その結果，残念ながら解像度の点で

PFGE 法には及ばず，また，クラスター解析の結果も

PFGE 法とは必ずしも一致しなかった。そのため，RAPD
法を腸炎ビブリオの標準的な解析手法として使用するに

は，特に解像度の向上についてさらに多くの検体を用い

た検討が必要であると思われた。 

 

4 まとめ 

東北地方で発生した腸炎ビブリオ O3:K6 株の PFGE
等による解析を実施した。その結果，それらは全てパン

デミック株であり，PFGE パターンは相互に類似してい

たものの，9 種類に分類することが可能であった。また，

パンデミッククローンでありながら血清型か O1:K36 に

変異した株を新たに見いだした。これらのことから，今

後は，徐々にパンデミッククローンの遺伝的多様性が拡

大するとともに，非 O3:K6 型のパンデミッククローン

の出現が増加すると考えられた。 
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図 4 GS-PCR 法の結果 

 

図 5 遺伝子配列解析の結果 
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不良食品からの酵母様真菌類の分離と同定 

Isolation and Identification of Yeast-like Fungi Associated 
with Deterioration of Foods 
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シンナー臭を主訴とする食品苦情のあった食パンについて細菌学的検査を実施したところ，多数の酵母様真菌類が

分離された。それらの菌は全て産膜酵母の性状を示し，ランダム増幅多型 DNA(RAPD)法による分析から，分離さ

れた菌は全て同一種・同一株であることが示唆された。ITS 領域の塩基配列を調べた結果全てハンゼヌラ酵母であっ

た。検体からは仕込みに用いたパン酵母は検出されなかったことから，加熱後にハンゼヌラ酵母による汚染が生じた

ものと考えられた。 

 

キーワード: 酵母様真菌類；変敗；パン；ハンゼヌラ 

Key words : yeast-like fungi；deterioration；bread；Hansenula 
 

1 はじめに 

食品を変敗させる微生物には様々なものがあるが，特

にアルコール臭やシンナー臭（酢酸エチル臭）を伴う場

合には酵母菌や酵母様真菌類の関与が疑われる。 

今回，異臭（シンナー臭）がするとの苦情があった食

パンから，異臭を発生させた原因と思われる酵母様真菌

類の分離と同定を試みたので報告する。 

 

2 対象及び検査方法 

2.1 対象材料 

県内の業者が製造し，県外の消費者から異臭苦情のあ

った食パン（開封済み 1 件及び未開封 1 件）を試料とし

た。 

2.2 細菌学的検査 

一般細菌数の測定は，当センターで実施している食品

収去検査の標準作業書記載の方法で実施した。検体を

PBS で段階希釈し，一般細菌数は標準寒天培地（栄研化

学）を用いた混釈平板培養法で出現集落数を計測した。 

酵母菌数は同様に NaCl,クロラムフェニコール及びプ

ロピオン酸を加えたポテトデキストロース培地（メル

ク）を用いた混釈平板培養法で集落数を計測した。 

液体培地上での発育性状は，自家調整した

Yeast-Extract Polypeptone Dextrose(YPD)培地を用

い，静置培養法で実施した。 

比較対照として市販のドライイースト（パン酵母）2
種を使用した。 

2.3 分子生物学的解析 

DNA の抽出には Isoplant（日本ジーン）を用いた。

RAPD 法による解析は Akopyanz らのプライマー１）

(1247 5’-AAGAGCCCGT—3’ 1254 
5’-CCGCAGCCAA—3’1281 
5’-AACGCGCAAC—3’1283 
5’-GCGATCCCCA—3’1290 
5’-GTGGATGCGA—3’D14307 
5’-GGTTGGGTGAGAATTGCACG—3’D11344 
5’-AGTGAATTCGCGGTGAGATGCCA—3’D8635 
5’-GAGCGGCCAAAGGGAGCAGAC—3’D9355 
5’-CCGGATCCGTGATGCGGTGCG—3’D14126  

5’-NNNAACAGCTATGACCATG—3’）を用いて実施し

た。 

ITS 領域の PCR は White らのプライマー２)（ITS1 
5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3' ITS2 
5'-GCATCGATGAAGAACGCAGC-3' ITS3 
5'-GCATCGATGAAGAACGCAGC-3' ITS4 
5'-GCATATCAATAAGCGGAGGA-3' ）で実施した。 

ITS 領域の塩基配列は，PCR 産物のダイレクトシーケ

ンス法で決定し，Genbank に登録された真菌類のデー

タと比較した。 

 

3 結果 

3.1 一般細菌数と酵母菌数 

はじめに，開封済み，未開封それぞれの検体について

一般細菌数と酵母菌数の計測をおこなった。開封済みの

検体からは1gあたり一般細菌数41万個・酵母菌数 2,400
万個が，未開封の検体からは同じく一般細菌数 3 万個・

酵母菌数 3 万個と多数の菌が検出された。一般的な食パ

ンの汚染状況と比較するため市販の食パン 2 種について

同様の検査を実施したところ，両者とも一般細菌数は
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3,000 個以下であった。 

つぎに標準寒天培地及びポテト・デキストロース培地

に発育した集落 20 個を分離してグラム染色・鏡検した。

その結果，全てパン酵母よりやや小型の出芽酵母様形態

を示す酵母様真菌類であった（図 1）。 

 

この酵母様真菌類（異臭酵母）の種を推定するため，

液体培地中での発育性状を市販のパン酵母

（Saccharomyces cerevisiae）2 種と比較した。市販パ

ン酵母はどちらも静置培養では沈殿したが，異臭酵母は

培地表面に膜状に浮遊して発育した。 

3.2 分子生物学的解析 

RAPD 法による分析をおこなった結果，分離した異臭

酵母は全て類似のパターンを示した。また，パン酵母と

はバンドの数，サイズとも大きく異なっていた（図 2）。 

 

また，異臭酵母の rRNA 遺伝子の間に存在する ITS 領

域を PCR 法で増幅したところ，増幅産物のサイズは比

較対象としたパン酵母とは明確に異なっていた（図 3）。 

 

この ITS 領域 PCR 産物の塩基配列を決定し，DNA 配

列データベース（Genbank）に登録されている真菌類の

塩基配列データと比較したところ，ハンゼヌラ酵母とし

て 知 られ る Wickerhamomyces anomalus （ 別 名

Hansenula anomala, Pichia anamala）と完全に一致

した 3)。 

 

4 考察 

今回の食パンからは多数の酵母様真菌類が検出された。

これらの菌は全てグラム染色陽性の出芽酵母様の形態を

示した。その大きさは市販のパン酵母よりやや小さかっ

た。また，液体培地を用いた静置培養試験でこの菌は培

地表面に膜状に発育するという，いわゆる産膜酵母の性

状を示した。これらのことから異臭酵母は，パン酵母と

は異なる種であることが強く示唆された。さらに，RAPD
解析でも異臭酵母とパン酵母では大きくパターンが異な

っており，このことからも異臭酵母がパン酵母とは異な

る菌種であることを裏付けられた。また，RAPD 解析に

用いた異臭酵母全てでそのパターンがほぼ一致していた

ことから，比較的少数の菌が食品に付着し，その後，ク

ローン的に増殖したものであることが推定された。さら

に，ITS 領域を PCR 法で増幅した結果，そのサイズか

らこの菌はパン酵母とは別種であることが確実となった。

この PCR 産物のダイレクトシーケンスの結果から，こ

の菌はいわゆるハンゼヌラ酵母であると同定された。 

ハンゼヌラ酵母はエタノールから酢酸エチルを産生す

る性質があり，シンナー臭を呈する食品苦情の原因とし

て代表的な微生物である。 

今回の食パンから検出された酵母様真菌は全てハンゼ

ヌラ菌であり，仕込みに用いたパン酵母は全く検出され

なかった。このことは製造時の加熱が充分であったこと

を示している。これらのことから今回の事例は加熱後の

放冷中にハンゼヌラ酵母が付着し，包装後（輸送中）に

増殖して酢酸エチルを産生したものと考えられた。 

ハンゼヌラ菌を含む酵母様真菌類は，環境中に広く存

在している。今回の事件での発生源を推定する参考とし

て，市販果物からの酵母様真菌類の検出を試みた。その

結果約半数から酵母菌が分離された。このように酵母様

真菌類は果実などの食品表面にも存在していることから，

汚染源を根絶することは極めて困難である。そのため，

酵母様真菌類の製造現場への侵入を防ぐためには，製造

場の清掃と外部からの気流の制御だけでなく，同じ場所

で傷んだ果実や素性不明の天然酵母などを使用しないな

どの対策も必要であると思われた。また，ハンゼヌラ酵

母はアルコールがなければ酢酸エチルを生成しないため，

殺菌・消毒目的での食品へのアルコール噴霧などを中止

することも短期的対策としては有効であるといわれてい

る 4)。 

酵母菌を含む真菌類のなかには胞子を作る種が多く，

その取り扱いには実験室汚染の危険がつきまとう。特に

培養検査は危険度が高く，培養器や実験室が汚染された

場合には，長期間にわたって通常の微生物検査業務に深

図 1 検体から分離された菌のグラム染色像 

異臭酵母 パン酵母 

図 2 RAPD 解析の結果 

パパンぱ酵

 

異臭酵母 

ITS 領域 

 異臭酵母 

   

パン酵母 

図 3 ITS 領域の PCR 
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刻な影響を及ぼす可能性がある。真菌類による不良食品

事件は今後も発生することが予想されることから，培養

なしに直接遺伝子レベルで検査する等，非培養的検出方

法の導入についても検討を行う必要性を感じた。また，

製造施設の真菌類汚染状況についても興味が持たれると

ころである。 

 

5 まとめ 

 シンナー臭をともなう食パンについて細菌学的解析を

実施した結果，多数の酵母様真菌類が検出された，液体

培地での発育性状や RAPD 解析，ITS 領域のサイズと遺

伝子配列解析の結果から，この菌はいわゆるハンゼヌラ

酵母であることが判明した。仕込みに用いたパン酵母は

分離されなかったことから，加熱行程は充分であり，加 

熱後の放冷から袋詰めまで間に附着し，輸送中に増殖し

てシンナー臭を発生したものと考えられた。 
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GC/MS/MS 及び LC/MS/MS による魚介類の残留農薬一斉分析 

Multiresidue Pesiticide Analysis of Seafoods 
with GC/MS/MS and  LC/MS/MS 

 

  氏家 愛子  千葉 美子  大熊 紀子  吉田 直人  濱名 徹 

Aiko UJIIE，Yoshiko CHIBA，Noriko OKUMA，Naoto YOSHIDA，Toru HAMANA 
 

 

脂質含量が多い畜水産物中の残留農薬一斉分析の試料液調製法について，アセトン/ヘキサン(1/1)による抽出液をアセ

トニトリル/アセトニトリル飽和ヘキサン分配による脱脂後，多機能カラム Multisep PR を用いた精製を検討した。

Multisep PR精製については，アセトニトリル溶液5mlで負荷しアセトニトリル5ml，アセトニトリル/トルエン(3/1)5ml
及びメタノール 5ml で溶出することにより，脂肪酸エステル類を効果的に除去することができた。この方法により 332
農薬を対象とした銀鮭等魚介類での添加回収試験(試料換算:0.02ppm)を実施した。この結果，回収率 70%～120%及び

RSD15%未満であった農薬は銀鮭で 198 農薬，うなぎ蒲焼きでは 262 農薬及び活あさりでは 92 農薬であり，加熱処理

による試料の代謝活性が低下したうなぎ蒲焼きでは良好な結果を得ることができた。 
 

 キーワード：魚介類；残留農薬；一斉分析法；Multisep PR；GC/MS/MS；LC/MS/MS 
         Key words：Seafood；Pesticide residue；Simultaneous analysis； 
                MultisepPR；GC/MS/MS；LC/MS/MS 
 

 

1 はじめに  

 近年，中国産ぎょうざの残留農薬やメラミン混入など

食の安全性に係わる問題が多発しており，当所での県民

からの苦情食品検査も増加している。このような状況下，

当所での残留農薬検査では，野菜・果実等の一斉分析法

を検討し，独自法としてバリデーションを行い 1)2)行政

検査を実施しているが，魚介類の残留農薬検査は実施し

ていない。畜水産物中の残留農薬一斉分析については，

厚生労働省の通知法 3)においてゲル浸透クロマトグラフ

ィー(以下 GPC と略す)及びエチレンジアミン-N-プロピ

ルシリル化シリカゲルカラム精製による方法が示されて

いる。しかし，GPC 精製を行うためには，GPC 用機器

を必要とするほか，多検体を同時に処理することができ

ないことから，試料液調製に時間が長くかかる。苦情食

品検査においては検査結果の迅速性が求められるため，

魚介類について簡便で迅速な残留農薬一斉分析方法の検

討を行ったので報告する。 
 
2 方 法 

2.1 試 料 

 養殖銀鮭の可食部，うなぎ蒲焼き，活あさりの剥き身

をフードカッターで細切均一化し，冷凍保存したものを

用いた。 
2.2 装 置 

GC/MS/MS；Varian 社製 1200 
GC/MS；Agilent 社製 6890/5973inert,6890/5973A 
LC/MS/MS；AppliedBioSystems 社製 API3000 
 

2.3 精製用ミニカラム 

RomerLabs 社製多機能カラム Multisep PR， 
ジーエルサイエンス社製 GL-PAK Carbograph(500mg)及び

Carbograph/PSA(1g/1g),Varian 社製

BondElutSAX/PSA(500mg/500mg)及び

PSA(500mg),Waters 社製 Sep-PakＣ18 (360mg) 
2.4 添加回収試験の試料液調製方法 

均一化した試料 10gに検討対象 332 農薬混合標準溶液

1μg/ml を 200μl 添加 (試料換算 0.02ppm) して 30 分

置く。これに硫酸マグネシウム 2.5g 及びアセトン/ヘキ

サン(1/1)25ml を加え，ポリトロンミキサーで 1 分間抽

出後，2500rpm で 5 分遠心分離をする。溶媒層をろ過

分取して，残さにアセトン/ヘキサン(1/1)15ml を加え，

10 分間振とう後，2500rpm で 5 分遠心分離をする。溶

媒層をろ過し，先の溶媒層と合わせて 50mlに定容する。

20ml を採り濃縮乾固後，アセトニトリル(以下 CH3CN
とする)飽和ヘキサン 5mlで溶解し，ヘキサン飽和CH3CN 
10ml を加えて 5 分振とうする。CH3CN 層をとり，同

操作を更に 2 回繰り返す。CH3CN 層を合わせ約 5ml に
濃縮して MultisepPR に負荷する。流出液を採取し

CH3CN 5ml， CH3CN/トルエン(3/1)5ml，メタノール

5ml の順で溶出したのち，濃縮乾固後，アセトン 1ml
で溶解して GC/MS/MS 用試料液とした。LC/MS/MS 用

試験液は窒素パージによりメタノールに転溶(5 倍希釈)
して調製した。 
2.5 測定条件 

 既報 4)5)に準じた。 
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3 結果及び考察                

3.1 精製用ミニカラムの検討 

 2.3 精製用ミニカラムの項に示したミニカラムを使用

し，銀鮭を対象に CH3CN 抽出による添加回収試験(添加

量：試料換算 0.01ppm)を実施した。 
①法はCarbograph/PSA(CPとする)及びMultisep PR使用

②法はCH3CN/CH3CN飽和ヘキサン分配による脱脂後

GL-PAK Carbograph(上)とBondElutSAX/PSA(下)を直列接

続使用，③法はSep-PakＣ18及びPSA使用，④法はPSA(上) 
とMultisep PR(下) を直列接続使用の4通りで精製の効果を

検討した。銀鮭からのCH3CN抽出液を濃縮乾固後，①法

はCH3CN/トルエン(3/1)2ml，④法はアセトン/ヘキサン

(3/7)2mlで溶解し，カラム(①法はCPカラムのみ)に負荷

後，①法はCH3CN/トルエン(3/1)15ml，④法はアセト

ン/ヘキサン(7/3)15mlで溶出した。①法はさらに溶出液

を濃縮乾固後CH3CN 10mlに溶解しMultisep PRに負荷

溶出をした。②法はCH3CN抽出液20mlに，CH3CN飽和

ヘキサン10mlを加え5分振とうしてヘキサン層を取り，

これにヘキサン飽和CH3CN10mlを加え5分振とう後，

CH3CN層を先のCH3CN層と合わせ濃縮乾固した。これ

をCH3CN/トルエン(3/1)2mlで溶解し精製カラムに負荷

後，CH3CN/トルエン(3/1)15mlで溶出した。③法は

CH3CN抽出液20mlをC 
18に通し，3mlのCH3CNでカラムを洗浄しこれを採取

して溶出液と合わせ，濃縮乾固後④法と同じ溶媒を使用

してPSAによる精製を行った。各溶出液は濃縮乾固後，

アセトン1mlに溶解し試料溶液とした。 
 各精製法での試料溶液についてGC/MS/MS分析及び

GC/MS-SCAN分析を行った。GC/MS-SCAN-TICを図1
に示す。回収率70%～120%，RSD25%未満であった農

薬数(GC/MS/MS分析対象のみ）は，①法では152，②

では221，③法では218及び④法では191であったが，各

TICを比較した結果，①法が脂肪酸エステル等の夾雑ピ

ークを効率よく除去しており，次いで④法の効果が高か

った。これらは共通してMultisep PRを使用していたこ

とから，このカラムの効果が大きいと考え，精製用に

Multisep PRの単独使用を検討した結果，①のTICをほ

ぼ同じクロマトグラムが得られた。 

3.2 Multisep PR 精製溶媒の検討 

   添加回収試験において，MultisepPR による精製が試

料中の夾雑物の除去に有効ではあったが，回収率 70%～

120%，RSD25%未満であった農薬数は他の精製法に比

較して少なかった。そこで，分析可能農薬数を拡大する

ため，MultisepPR の標準的使用方法，すなわちカラム

に溶媒が満たされている状況下で負荷流出液を一定量採

取する方法ではなく，溶出溶媒を全量採取する方法で最

適溶媒の検討を行った。銀鮭 CH3CN 抽出液 20ml(銀鮭

2g 相当)に農薬混合標準溶液 1μg/ml を 50μl 添加して

濃縮乾固後，検討溶媒でそれぞれ溶解し負荷溶液を調製

した。はじめにアセトン/ヘキサン系による負荷・溶出を

検討したが，脂肪酸エステル等の夾雑成分がカラムに保

持されず流出してしまい Multisep PR カラムの特性が

発揮できなかった。そこで，酢酸エチル，CH3CN 及び

CH3CN/トルエン(3/1)を用いて検討を行った。この結果，

CH3CN 及び CH3CN/トルエン(3/1)が酢酸エチルより良

好な結果を得たが，それぞれ異なる農薬に低回収傾向が

認められたほか，共通してトリアジン系，トリゾール系

などの有機窒素系 27 農薬や有機リン系 10 農薬で低回収

率を示した(表 1)。そこで，さらにメタノールで追加溶

出をしたところ，これらの農薬の回収率向上が認められ

た(図 2)。 
 

 

 

 

 

図 2 MultisepPR 精製での CH3CN 及び CH3CN/トルエン 

  (3/1)溶出後に実施したメタノール分画の回収率 

表 1 MultisepPR 精製における CH3CN 及び 
   CH3CN/トルエン(3/1)溶出での低回収農薬 

図 1 各精製法でのＴＩＣ(銀鮭) 
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3.3 脱 脂 

 畜水産物等脂肪含有量が多い品目から残留農薬を抽出 
する場合，野菜・果実等での CH3CN 抽出とは異なり， 
試料親和性の良いアセトン/ヘキサン系での抽出をする必

要がある。3.1 及び 3.2 の検討においては CH3CN 抽出

液を対象に実施したため脱脂を必要としなかった。しか

し，銀鮭及びうなぎ蒲焼きをアセトン/ヘキサン(1/1)抽 

出した場合，抽出液中の脂質は約 13～14%(試料換算)
であり，銀鮭からの抽出液を脱脂せず Multisep PR で

精製した場合，CH3CN を負荷･溶出溶媒とした精製では

脱脂率が平均 87%(n=3)，CH3CN/トルエン(3/1)を負荷･

溶出溶媒とした精製では脱脂率が平均 59%(n=3)であっ

た。これを GC/MS/MS で分析した場合，注入口やカラ

ムの汚れを惹起するだけでなくイオン化促進/抑制などに

より正確な測定ができないことから，Multisep PR によ

る精製を有効に行うためには脱脂が必要であった。そこ

で，Multisep PR による精製前に，多検体同時に実施可

能な CH3CN/CH3CN 飽和ヘキサン分配による脱脂操作

を行うこととした。この操作を加えることにより銀鮭及

びうなぎ蒲焼きでのMultisep PR精製後の脱脂率は 97%
であった。 
 MultisepPR 精製では，抽出液を CH3CN/CH3CN 飽

和ヘキサン分配による脱脂後，CH3CN5ml に濃縮して

負荷し CH3CN5ml，CH3CN/トルエン(3/1)5ml，メタ

ノール 5ml の順で溶出することとした。 
3.4 実試料への添加回収試験 
GC/MS/MS 対象 252 農薬，LC/MS/MS 対象 80 農薬，

計 332 農薬を対象に，銀鮭，うなぎ蒲焼き及びあさりへ

の添加回収試験(試料換算:0.02ppm，添加後 30 分放置

し試験)を実施した(表 3)。この結果，回収率 70%～120%
及び RSD15%未満であった農薬は銀鮭で 198 農薬，う

なぎ蒲焼きで 261 農薬，あさりで 92 農薬であった。加

工品のうなぎでは加熱により代謝活性が失活しているた

め，対象農薬の 8 割に良好な回収率が得られたが，特に

活あさりでは，代謝酵素の活性により添加した農薬が代

謝分解されてしまい，対象農薬の 1/4 程度だけに良好な

回収率が得られた。この傾向は表 2，図 3 及び図 4 に示

すように有機リン系農薬，ピレスロイド系農薬，DDT
などに顕著であった。  
 
4 まとめ 
 魚 介 類 中 の 残 留 農 薬 一 斉 分 析 法 に つ い て ，

CH3CN/CH3CN 飽和ヘキサン分配による脱脂後，

Multisep PR カラムによる精製法を検討した。 
1) Multisep PR カ ラ ム 精 製 で は ， 負 荷 溶 媒 に

CH3CN5ml，溶出溶媒に CH3CN5ml，CH3CN/トルエ

ン(3/1)5ml，メタノール 5ml の順で使用することで脂肪

酸エステル等の夾雑物を効果的に除去することができた。 
2) 銀鮭及びうなぎ蒲焼きを分析対象としたアセトン/ヘ
キサン(1/1)抽出では，抽出液中の脂質は約 13%～14%

であったが，本法により約 97%の脱脂をすることができ

た。 
3) 本法による添加回収試験では，加熱処理により代謝

活性が低下したうなぎ蒲焼きでは約 260種類の農薬を分

析することが可能であった。一方，生鮮魚介類は代謝活

性により添加した農薬が代謝分解されてしまう現象が認

められ，この現象は特に活あさりで顕著であった。 
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図 3 添加回収試験でのシフルトリン及び 

   シペルメトリンのＩＣ(m/z 163>127)  
   

 

シフルトリン 1～4  

シペルメトリン a～d 
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「活あさり」 

平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%)

 p,p'-DDD 70 7.6 88 6.9 23 66

 p,p'-DDE 85 8.5 84 8.6 110 12

o,p'-DDT 80 9.2 88 6.7 0.0 0.0

p,p'-DDT 75 17 84 5.0 5.7 87

銀鮭 うなぎ蒲焼き 活あさり

表 2  ＤＤＴ及びその代謝物の添加回収率  

   (活アサリ，各添加量；試料換算 0.02ppm)  
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平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%)

1 BHC 77 13 88 6.2 13 38 84 ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 88 5.9 92 5.3 70 26

2 DDT 77 8.6 86 6.5 47 31 85 ｼﾊﾛﾄﾘﾝ 74 11 110 13 3.2 110

3 EPN 80 17 86 6.6 20 81 86 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ 100 10 79 19 0.0 -

4 EPTC 64 8.4 64 17 15 3.7 87 ｼﾞﾌｪﾅﾐﾄﾞ 77 13 94 3.9 88 3.9

5 XMC 73 12 87 5.6 14 140 88 ｼﾞﾌｪﾆﾙｱﾐﾝ 75 2.8 78 3.6 56 18

6 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ 34 26 67 5.6 52 24 89 ｼﾌﾙﾄﾘﾝ 79 9.1 89 6.1 30 15

7 ｱｻﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 88 13 82 4.3 96 18 90 ｼﾞﾌﾙﾌｪﾆｶﾝ 89 4.5 95 3.3 77 21

8 ｱｾﾄｸﾛｰﾙ 91 6.3 91 5.7 60 38 91 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 69 5.9 81 5.4 81 7.5

9 ｱｾﾌｪｰﾄ 66 32 0 - 0 - 92 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 82 8.4 88 6.3 42 16

10 ｱﾄﾗｼﾞﾝ 88 3.1 100 4.8 85 7.5 93 ｼﾏｼﾞﾝ 88 7.4 110 13 90 1.8

11 ｱﾐﾄﾗｽﾞ 0 - 15 170 0 - 94 ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ 80 6.5 80 3.2 79 1.2

12 ｱﾒﾄﾘﾝ 88 4.3 91 3.7 86 5.9 95 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ 94 1.9 89 4.1 80 12

13 ｱﾗｸﾛｰﾙ 85 7.8 93 8.9 57 42 96 ｼﾞﾒﾁﾋﾟﾝ 88 20 84 5.6 23 51

14 ｱﾙﾄﾞﾘﾝ 67 11 68 4.2 50 24 97 ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ 38 36 53 11 29 20

15 ｱﾚｽﾘﾝ 99 2.0 88 12 73 22 98 ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄﾞ 94 2.7 90 5.4 71 22

16 ｲｻｿﾞﾎｽ 94 8.2 92 4.2 70 20 99 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ 69 6.6 81 6.9 39 32

17 ｲｿｷｻﾁｵﾝ 71 30 85 12 31 61 100 ｼﾒﾄﾘﾝ 83 6.3 89 4.1 96 0.6

18 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ 77 4.2 92 1.7 78 19 101 ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ 83 4.2 91 3.4 79 20

19 ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ 77 11 88 5.1 0 - 102 ｼﾝﾒﾁﾘﾝ 92 12 75 14 63 19

20 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 87 1.9 93 3.2 84 12 103 ｽｳｪｯﾌﾟ(MCC) 81 6.8 87 6.0 67 22

21 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ 85 1.5 91 5.3 82 8.5 104 ｽﾙﾌﾟﾛﾎｽ 61 9.4 80 2.4 52 29

22 ｲﾏｻﾞﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾒﾁﾙｴｽﾃﾙ 84 12 77 4.2 45 43 105 ﾀｰﾊﾞｼﾙ 68 6.9 60 5.1 95 19

23 ｲﾏｻﾞﾘﾙ 84 1.4 89 4.0 83 11 106 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 83 7.0 91 7.1 68 23

24 ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ 63 6.3 47 15 69 34 107 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 73 21 71 0.4 94 26

25 ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ 99 3.9 91 4.4 71 32 108 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 98 6.7 89 4.5 80 16

26 ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙ-P 67 3.4 80 2.6 77 0 109 ﾁｵﾒﾄﾝ 69 10 79 4.7 35 32

27 ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ 83 4.9 91 3.8 75 21 110 ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ 53 8.4 48 91 48 7.5

28 ｴﾀﾙﾌﾙﾗﾘﾝ 84 8.3 81 7.8 56 20 111 ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ 80 10 94 2.4 72 21

29 ｴﾁｵﾝ 76 21 90 7.0 43 43 112 ﾃｸﾅｾﾞﾝ 80 8.3 88 7.9 34 55

30 ｴﾁｸﾛｾﾞｰﾄ 74 8.6 75 7.3 56 8.8 113 ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ 27 90 52 14 19 60

31 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ 25 28 28 16 5.8 27 114 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 95 9.1 89 4.5 86 0.5

32 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ 84 5.7 89 0.7 77 19 115 ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ 85 1.2 91 3.7 69 32

33 ｴﾄﾌﾒｾｰﾄ 85 1.8 90 4.5 85 11 116 ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ 86 3.8 89 3.8 50 52

34 ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ 87 1.9 86 5.1 65 14 117 ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 82 6.1 80 4.6 79 5.0

35 ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ 79 9.1 74 9.3 13 61 118 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ 89 4.2 86 7.5 45 140

36 ｴﾄﾘﾑﾎｽ 79 18 89 9.1 43 36 119 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ 81 8.0 94 3.6 76 24

37 ｴﾎﾟｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ 77 10 77 16 79 13 120 ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ 57 17 78 11 49 49

38 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ 85 5.9 89 5.6 63 37 121 ﾃﾙﾌﾞﾄﾘﾝ 88 2.5 85 5.3 82 11

39 ｴﾝﾄﾞﾘﾝ 83 4.5 96 3.3 73 27 122 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ 67 4.9 78 5.7 79 10

40 ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ 84 3.5 97 2.8 78 22 123 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ 91 4.4 91 6.7 85 7.3

41 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ 91 25 86 6.0 110 23 124 ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ 73 20 86 7.0 30 50

42 ｵｷｻﾍﾞﾄﾘﾆﾙ 76 8.5 5.9 24 3.1 140 125 ﾄﾘｱﾚｰﾄ 79 6.7 85 4.0 65 28

43 ｵｷｼﾌﾙｵﾙﾌｪﾝ 88 6.5 92 4.8 81 19 126 ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ 71 19 71 2.5 100 29

44 ｵﾙﾄﾌｪﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 71 1.3 76 9.3 56 3 127 ﾄﾘﾌﾞﾎｽ 63 5.7 68 6.2 70 22

45 ｶｽﾞｻﾎｽ 82 5.4 89 4.3 67 21 128 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ 56 5.6 57 6.6 21 110

46 ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ 77 8.1 84 3.7 6.6 140 129 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ 91 8.7 90 4.1 60 38

47 ｶﾙﾌｪﾝﾄﾗｿﾞﾝｴﾁﾙ 90 4.9 89 6.8 35 76 130 ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 87 1.3 92 1.9 82 14

48 ｶﾙﾍﾞﾀﾐﾄﾞ 79 12 81 8.8 46 46 131 ﾄﾘﾙﾌﾙｱﾆﾄﾞ 3.1 58 21 24 49 3.8

49 ｶﾙﾎﾞｷｼﾝ 32 23 45 14 35 6.1 132 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ 74 17 92 7.2 45 34

50 ｶﾙﾎﾞﾌｪﾉﾁｵﾝ 77 20 93 10 47 42 133 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ 77 2.8 82 3.6 0.0 -

51 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ 67 17 93 5.3 26 120 134 ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 91 1.6 92 5.8 88 8.0

52 ｷﾅﾙﾎｽ 82 18 89 10 52 32 135 ﾆﾄﾛﾀｰﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ 87 5.2 91 4.3 72 31

53 ｷﾉｷｼﾌｪﾝ 92 6.5 88 5.5 80 17 136 ﾆﾄﾛﾌｪﾝ 93 6.1 88 6.0 81 19

54 ｷﾉｸﾗﾐﾝ 71 13 85 4.6 0.0 - 137 ﾉﾙﾌﾙﾗｿﾞﾝ 82 15 89 2.8 96 12

55 ｷﾝﾄｾﾞﾝ 78 8.7 86 8.4 0.0 - 138 ﾊﾟｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ 76 6.8 83 1.8 80 6.0

56 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ 83 0.8 99 1.3 75 15 139 ﾊﾞﾐﾄﾞﾁｵﾝ 17 33 38 3.5 0.0 -

57 ｸﾛﾏｿﾞﾝ 96 1.6 89 5.2 78 7.5 140 ﾊﾟﾗﾁｵﾝ 78 11 87 6.5 50 33

58 ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ(X-52) 86 3.2 91 0.6 81 14 141 ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ 74 19 87 8.0 44 37

59 ｸﾛﾘﾀﾞｿﾞﾝ 71 21 51 19 45 47 142 ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 78 8.7 88 4.4 65 35

60 ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ 84 6.0 96 2.3 73 23 143 ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ 81 1.0 93 0.4 64 40

61 ｸﾛﾙﾃﾞﾝ 74 5.5 91 1.5 72 38 144 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 80 8.2 90 3.2 75 23

62 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP) 85 4.9 89 2.2 78 22 145 ﾋﾟﾍﾟﾛﾆﾙﾌﾞﾄｷｼﾄﾞ 95 7.2 91 5.0 80 19

63 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 80 14 92 3.3 47 34 146 ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ 84 15 90 6.2 59 31

64 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ 62 27 82 11 12 58 147 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ 42 22 45 11 14 57

65 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ 72 18 82 12 49 57 148 ﾋﾟﾗｿﾞﾎｽ 69 19 83 7.8 22 62

66 ｸﾛﾙﾌｪﾝｿﾝ 92 4.3 85 7.7 56 6.8 149 ﾋﾟﾗﾌﾙﾌｪﾝｴﾁﾙ 93 1.6 90 5.1 80 13

67 ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ 78 6.9 83 5.6 66 17 150 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 87 2.0 85 11 18 67

68 ｸﾛﾙﾌﾞﾌｧﾑ 81 3.9 82 7.1 50 29 151 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ 81 3.6 88 1.6 73 25

69 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ 84 5.3 91 4.7 75 21 152 ﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ 78 5.4 87 2.4 83 7.8

70 ｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾞﾄﾞ 77 4.5 86 2.6 74 19 153 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 86 4.1 90 3.0 80 20

71 ｸﾛﾛｸｽﾛﾝ 0.0 - 22 170 0.0 - 154 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ 82 6.2 89 4.8 83 15

72 ｸﾛﾛﾈﾌﾞ 91 3.2 85 5.9 42 27 155 ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ 90 4.5 93 2.1 89 3.1

73 ｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞﾚｰﾄ 64 6.0 65 5.4 58 11 156 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ 76 15 93 5.3 53 29

74 ｼｱﾅｼﾞﾝ 75 6.0 85 10 68 11 157 ﾋﾟﾘﾒﾀﾆﾙ 83 5.6 91 5.6 84 9.3

75 ｼｱﾉﾌｪﾝﾎｽ 76 9.0 92 5.9 51 33 158 ﾋﾟﾚﾄﾘﾝ 48 87 86 8.1 50 25

76 ｼｱﾉﾎｽ 70 27 83 13 21 44 159 ﾋﾟﾛｷﾛﾝ 92 15 88 2.8 100 20

77 ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ 78 9.4 65 9.8 68 12 160 ﾋﾞﾝｸﾛｿﾞﾘﾝ 89 5.9 88 4.6 67 27

78 ｼﾞｸﾛﾌﾙｱﾆﾄﾞ 0.0 - 0.0 - 8.5 170 161 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ 36 47 89 11 15 98

79 ｼﾞｸﾛﾎｯﾌﾟﾒﾁﾙ 95 6.1 90 5.1 76 17 162 ﾌｪﾅﾐﾄﾞﾝ 66 12 87 10 70 5.5

80 ｼﾞｸﾛﾗﾝ 88 2.3 87 4.6 86 11 163 ﾌｪﾅﾐﾎｽ 61 15 76 4.8 79 7.7

81 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 10 16 9 19 3.1 10 164 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ 84 6.6 83 4.6 88 0.9

82 ｼﾞｺﾎｰﾙ 83 3.9 82 7.3 80 18 165 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 57 41 81 13 15 110

83 ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ 70 3.6 84 2.4 51 29 166 ﾌｪﾉｷｻﾆﾙ 86 1.5 95 0.7 76 19

銀鮭 うなぎ蒲焼き 活あさり
農薬名NO. NO. 農薬名

銀鮭 うなぎ蒲焼き 活あさり

 
  

                

 

表 3 添加回収試験結果（銀鮭，うなぎ蒲焼き及び活あさり） 

添加量：試料換算 0.02ppm，n=3 添加量：試料換算 0.02ppm，n=3 

注）GC/MS 分析対象農薬：NO.1～NO.252 ，LC/MS/MS 分析対象農薬：NO.253～NO.332 
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平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%) 平均回収率(%) RSD(%)

167 ﾌｪﾉｷｻﾌﾟﾛｯﾌﾟｴﾁﾙ 84 2.5 85 5.8 63 39 250 ﾓﾉｸﾛﾄﾎｽ 4.7 170 11 12 20 17

168 ﾌｪﾉｷｼｶﾙﾌﾞ 88 4.4 92 6.1 75 0.5 251 ﾓﾘﾈｰﾄ 78 4.6 82 8.7 38 30

169 ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ 86 1.2 91 3.9 82 14 252 ﾚﾅｼﾙ 65 8.5 72 2.6 86 18

170 ﾌｪﾉﾄﾘﾝ 88 8.2 90 1.3 78 26 253 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 79 21 69 0.5 92 15

171 ﾌｪﾝｸﾛﾙﾎｽ 65 30 83 11 15 51 254 ｱﾗﾆｶﾙﾌﾞ 54 13 69 2.9 58 11

172 ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ 78 19 88 4.3 47 10 255 ｱﾙｼﾞｶﾙﾌﾞ 77 11 68 8.6 82 10

173 ﾌｪﾝﾁｵﾝ 71 18 84 5.7 38 38 256 ｱﾙｼﾞｶﾙﾌﾞｽﾙﾎﾝ 91 33 55 1.6 77 18

174 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ 59 41 84 11 23 53 257 ｱﾙｼﾞｶﾙﾌﾞｽﾙﾎｷｼﾄﾞ 20 32 6.7 6.5 36 100

175 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ 78 13 88 5.9 12 140 258 ｱﾆﾛﾎｽ 90 6.4 110 5.7 86 15

176 ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 84 14 82 4.4 91 5 259 ｱｼﾞﾝﾎｽｰﾒﾁﾙ 57 13 140 4.9 65 11

177 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ 98 8.2 89 4.5 47 76 260 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 86 9.0 84 6.7 92 8.5

178 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾓﾙﾌ 55 7.2 57 1.7 63 25 261 ﾍﾞﾝﾀﾞｲｵｶﾙﾌﾞ 72 39 98 5.5 42 110

179 ﾌｻﾗｲﾄﾞ 64 10 79 2.6 6.8 35 262 ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ 90 5.0 82 11 75 7.4

180 ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ 81 11 92 3.3 58 42 263 ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ 64 5.1 95 3.8 66 23

181 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 86 5.2 93 3.1 67 29 264 ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ 65 5.6 82 8.4 67 3.6

182 ﾌﾞﾁﾚｰﾄ 61 12 61 9.4 16 27 265 ﾌﾞﾀﾌｪﾅｼﾙ 67 26 80 2.0 65 33

183 ﾌﾞﾋﾟﾘﾒｰﾄ 92 2.5 89 4.6 85 15 266 ｶﾙﾊﾞﾘﾙ 61 29 74 3.2 32 140

184 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ 89 6.6 90 5.6 81 21 267 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ 37 21 61 4.0 31 33

185 ﾌﾗﾁｵｶﾙﾌﾞ 79 7.5 81 5.1 26 110 268 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ 88 8.0 73 12 120 7.4

186 ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ 87 0.8 90 5.3 84 10 269 ｸﾛﾌｪﾝﾃｼﾞﾝ 25 66 87 5.6 0.0 -

187 ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ 86 12 89 1.3 97 11 270 ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ 47 28 81 10 71 17

188 ﾌﾙｱｸﾘﾋﾟﾘﾑ 94 6.5 92 4.6 79 17 271 ｸﾛｷﾝﾄｾｯﾄ-1-ﾒﾁﾙﾍｷｼﾙｴｽﾃﾙ 84 20 97 7.3 93 19

189 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ 86 6.0 85 1.7 73 1.7 272 ｸﾐﾙﾛﾝ 82 2.7 78 3.3 86 5.9

190 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ 78 9.7 88 6.5 6.2 140 273 ｼﾌﾙﾌｪﾅﾐﾄﾞ 57 11 89 5.9 68 19

191 ﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙ 85 4.5 85 5.7 81 7.9 274 ｼﾓｷｻﾆﾙ 0.0 - 0.0 - 0.0 -

192 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ 94 3.9 91 4.8 84 7.6 275 ｼﾌﾟﾛｼﾞﾆﾙ 80 4.5 86 4.6 79 13

193 ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ 76 19 74 4.4 90 27 276 ﾃﾞｽﾒﾃﾞｨﾌｧﾑ 12 110 38 6.3 0.0 -

194 ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ 58 34 83 11 0.0 - 277 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ 83 5.6 78 6.2 83 10

195 ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ 78 14 74 2.9 43 37 278 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ 72 5.0 78 1.4 78 4.8

196 ﾌﾙﾐｸﾛﾗｯｸﾍﾟﾝﾁﾙ 77 4.2 71 3.2 39 55 279 ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ 59 8.4 66 5.9 53 11

197 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ 85 10 89 6.3 50 59 280 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ 82 16 77 6.2 96 13

198 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 85 2.5 91 6.4 80 17 281 ｼﾞｳﾛﾝ 100 9.3 98 6.2 100 6.2

199 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ 76 17 86 7.8 51 38 282 ﾀﾞｲﾑﾛﾝ 100 6.9 94 5.1 97 9.2

200 ﾌﾟﾛﾊﾟｸﾛｰﾙ 92 2.2 85 6.6 53 31 283 ｴﾁｵﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ 58 27 88 18 46 58

201 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ 96 2.8 99 5.1 83 12 284 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 54 13 91 5.5 88 34

202 ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ 92 7.4 93 4.5 91 2.9 285 ｴﾁﾌﾟﾛｰﾙ 130 20 85 9.5 100 14

203 ﾌﾟﾛﾊﾟﾎｽ 67 3.7 81 2.9 68 10 286 ｴﾄﾍﾞﾝｻﾞﾆﾄﾞ 54 9.5 78 4.8 71 11

204 ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ 92 12 87 5.3 57 38 287 ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ 72 3.5 100 5.5 80 4.0

205 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 84 1.4 88 1.3 83 6.0 288 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ 87 3.9 85 3.0 78 13

206 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 87 4.0 93 5.7 81 15 289 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ 51 19 86 3.0 63 22

207 ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ 19 12 21 8.8 10 42 290 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ 61 3.7 68 2.8 72 8.7

208 ﾌﾟﾛﾍﾟﾀﾝﾎｽ 91 6.5 92 5.5 52 51 291 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ 87 0.4 91 1.8 79 18

209 ﾌﾟﾛﾎﾟｷｽﾙ 0.0 - 120 88 10 140 292 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ 77 11 70 8.0 49 12

210 ﾌﾞﾛﾏｼﾙ 90 25 63 3.8 92 2.6 293 ﾌﾙｷﾝｺﾅｿﾞｰﾙ 52 22 74 5.6 48 52

211 ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ 84 0.9 90 4.5 82 14 294 ﾌﾙﾘﾄﾞﾝ 82 4.6 80 3.9 88 2.2

212 ﾌﾟﾛﾒﾄﾝ 98 4.5 91 3.2 90 0.5 295 ﾍｷｻﾌﾙﾑﾛﾝ 37 16 57 7.6 32 39

213 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ 87 3.6 90 4.8 74 24 296 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ 42 26 86 6.7 76 25

214 ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ 65 7.2 69 1.3 61 11 297 ｲﾐﾍﾞﾝｺﾅｿﾞｰﾙ 52 22 81 0.8 77 14

215 ﾌﾞﾛﾓﾎｽｴﾁﾙ 71 9.0 81 8.1 65 15 298 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 77 28 67 7.1 94 28

216 ﾌﾞﾛﾓﾎｽﾒﾁﾙ 61 36 81 17 12 60 299 ｲﾅﾍﾞﾝﾌｨﾄﾞ 80 9.5 62 4.1 62 21

217 ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 55 12 58 5.2 36 28 300 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ 73 7.7 85 7.0 83 6.5

218 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 87 4.4 91 2.0 78 20 301 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 38 17 53 5.7 53 4.4

219 ﾍｷｻｼﾞﾉﾝ 95 29 83 4.5 112 27 302 ｲﾌﾟﾛﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞ 96 14 87 6.5 110 10

220 ﾍﾞﾅﾗｷｼﾙ 94 1.8 91 5.8 87 2.1 303 ﾗｸﾄﾌｪﾝ 70 9.4 98 3.9 78 17

221 ﾍﾞﾉｷｻｺｰﾙ 88 5.5 91 3.2 41 54 304 ﾘﾆｭﾛﾝ 85 7.1 79 2.4 82 10

222 ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ(ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞ含） 77 6.1 88 2.9 64 25 305 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ 70 12 75 5.7 71 7.0

223 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 82 6.1 87 3.6 76 23 306 ﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾁｱｽﾞﾛﾝ 110 16 120 25 110 3.9

224 ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ 89 4.3 88 2.7 82 6.6 307 ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ 0.0 - 0.0 - 17 130

225 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 83 6.6 89 3.1 73 25 308 ﾒﾁｵｶﾙﾌﾞ 0.0 - 0.0 - 0.0 -

226 ﾍﾟﾝﾄｷｻｿﾞﾝ 82 4.2 84 5.6 59 39 309 ﾒｿﾐﾙ 100 18 130 3.0 150 17

227 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ 74 6.4 79 6.4 23 120 310 ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ 72 2.7 71 2.8 78 11

228 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ 81 6.2 91 3.8 61 39 311 ﾅﾌﾟﾛｱﾆﾘﾄﾞ 59 8.3 76 6.6 76 17

229 ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ 87 2.4 92 3.6 84 8.1 312 ｵﾒﾄｴｰﾄ 6 47 2.6 4.0 15 120

230 ﾎｻﾛﾝ 64 34 78 18 10 86 313 ｵﾘｻﾞﾘﾝ 100 10 32 1.2 27 140

231 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ 44 12 50 7.0 52 17 314 ｵｷｻﾐﾙ 100 46 74 3.7 85 16

232 ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ 19 59 35 10 31 25 315 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 68 12 88 2.8 86 13

233 ﾎｽﾒｯﾄ 45 29 53 26 0.9 140 316 ﾌｪﾝﾒﾃﾞｨﾌｧﾑ 14 88 42 7.3 0.0 -

234 ﾎﾉﾎｽ 87 4.9 90 3.7 65 24 317 ﾎｷｼﾑ 65 13 78 8.0 68 17

235 ﾎﾚｰﾄ 84 6.9 85 4.1 53 31 318 ﾋﾟﾘﾐｶｰﾌﾞ 73 3.2 78 1.4 76 3.7

236 ﾏﾗﾁｵﾝ 63 34 76 14 9 80 319 ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ 110 34 24 2.9 76 22

237 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ 88 7.0 91 1.3 90 0.2 320 ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ 67 4.4 81 2.5 75 4.8

238 ﾒｶﾙﾊﾞﾑ 63 6.8 84 6.1 41 65 321 ﾋﾟﾘﾌﾀﾘﾄﾞ 69 2.8 73 6.0 73 11

239 ﾒﾀｸﾘﾎｽ 74 11 85 20 19 35 322 ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾌｪﾝ 49 36 81 2.5 57 5.8

240 ﾒﾀﾗｷｼﾙ 79 5.3 91 3.7 96 7.8 323 ｷｻﾞﾛﾎｯﾌﾟｴﾁﾙ 61 13 97 7.7 73 12

241 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ 37 81 75 21 11 69 324 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 31 12 96 9.1 110 36

242 ﾒﾄｷｼｸﾛｰﾙ 84 4.9 91 1.8 37 65 325 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ 77 3.1 81 2.2 78 10

243 ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ 92 11 91 3.0 190 7.1 326 ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ 78 4.0 83 4.7 81 11

244 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ 87 1.7 91 4.9 73 24 327 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ 42 29 66 7.1 46 21

245 ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ 95 4.6 86 2.2 75 12 328 ﾃﾙﾌﾞﾎｽ 66 22 90 6.2 63 20

246 ﾒﾋﾞﾝﾌｫｽ 33 30 27 6.5 30 42 329 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 46 8.8 47 7.0 66 13

247 ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ 84 3.3 89 2.2 73 8.8 330 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ 76 27 59 31 98 18

248 ﾒﾌｪﾝﾋﾟﾙｼﾞｴﾁﾙ 74 13 87 9.7 75 5.9 331 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ 0.0 - 0.0 - 0.0 -

249 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 87 1.1 88 4.5 82 11 332 ﾄﾘﾍﾞﾇﾛﾝﾒﾁﾙ 94 21 69 9.4 85 19

NO. 農薬名
銀鮭 うなぎ蒲焼き 活あさり

NO. 農薬名
銀鮭 うなぎ蒲焼き 活あさり
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Yoshiko CHIBA, Yumi YAMAGUCHI, Kunika HIRAMOTO 

Shigeru YANAGI, Yoshinori SAITO, Toru HAMANA 

 

食品中の 10 種類の天然着色料を定性的に分析する試験法の確立を目的として，固相抽出法による精製後，LC／MS

による分析法を検討した。試料に水を加えて超音波処理することにより試料中の色素を抽出し，Oasis HLB カートリ

ッジに負荷した。次いでカートリッジを水で洗浄し，メタノールで色素を溶出した後，その溶出液を減圧下で濃縮乾固

し，50％メタノールに溶解後，適宜希釈して LC／MS により定性を行った。清涼飲料を用いた添加回収試験では，対

象とした 10 色素すべて 50％以上の回収率であった。本法を用いて市販食品中の天然着色料を分析したところ，良好

な結果が得られたことから本法は実用的な方法と考えられる。 

 

キーワード：既存添加物；天然着色料；高速液体クロマトグラフィー／質量分析法 

Key words：existing food additives ; natural food colors ; 

HPLC/mass spectrometry（LC/MS） 

                               

1 はじめに 

着色料は，食品添加物の一つとして今や欠かせない

ものとなっている。このうち天然着色料は，消費者の

“食の安全”に対する意識の高まりにより，多様な食

品に高頻度で使用される傾向にあり，近年は使用量が

大幅に伸びている。 

天然着色料は，天然物由来で長年使用されてきた実

績があるものとして既存添加物名簿に収載され，添加

物として使用が認められている。しかし，化学的に合

成された指定添加物とは異なり，毒性検査等に時間を

要しているものもあることから，すべての天然着色料

の安全性が科学的に確認されているわけではなく，ラ

ック色素やコチニール色素など一部の色素では，アレ

ルギー発症事例も報告 1)されている。  

厚生労働省は，既存添加物について順次，食品健康

影響評価を進めており，平成 16 年 7 月には幅広い食

品群に対して使用されていた「アカネ色素」が，動物

実験で高い発がん性が認められたため名簿から消除さ

れた 2)。また，平成 19 年 3 月には，通知 3)によりク

チナシ色素等の一部の既存添加物にも規格を設定し，

「第 8 版食品添加物公定書」にそれらの規格基準が

収載された。 

 天然着色料は複数の色素成分から成り，不安定で分

解しやすいものが多いうえ，原料の産地によりその成

分組成が異なる。これらの色素の分析についてはこれ

まで種々の報告 4)～10)があるが，その大半が 1 ないし

数種類の色素の定量を中心とした方法で，測定に使用

する分析機器も多岐にわたっている。 

そこで，10 種の天然着色料を定性的に簡便に分析

することを目的とし，分析方法を検討したので，その

結果について報告する。 

 

2 方法 

2.1 分析対象色素 

 市販食品において使用頻度の高い天然着色料のうち，

ADI（一日摂取許容量）が設定されているクチナシ青

色素，クチナシ黄色素，ベニバナ黄色素，ウコン色素，

ブドウ果皮色素，モナスカス（紅麹）色素，アナトー

色素，カラメルⅢ色素，カラメルⅣ色素，アレルギー

誘発の原因として疑いの持たれている，コチニール色

素，ラック色素，既存添加物より消除されたアカネ色

素について検討を行った。 

2.2 試料 

 市販されていた食品のうち，天然着色料の使用表

示があった漬物 3 件，飴 5 件，ガム 4 件，チョコレ

ート 1 件，ゼリー2 件，清涼飲料水 11 件を用いた。 

2.3 標準品 

アナトー色素，モナスカス色素，グレープスキン色

素（ブドウ果皮色素）は，和光純薬工業(株)製食品添

加物試験用，クチナシ黄色素，ラック色素，ベニバナ

黄色素は，関東化学(株)製食品分析用，カラメルⅢ色

素，カラメルⅣ色素，コチニール色素は，関東化学

(株)製特級，クルクミン（ウコン色素），アリザリン

（アカネ色素）は，和光純薬工業(株)製特級，ガーデ

ニアブルー（クチナシ青色素）は，東洋インキ製造

(株)製を使用した。 

2.4 試薬 

ギ酸は，和光純薬工業(株)製 LC/MS 用を，その他

の試薬類は，関東化学(株)製高速液体クロマトグラフ

ィー用を用いた。                
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2.5 装置及び測定条件 

 LC 及び MS 条件を表 1 及び表 2 に，また，その条

件により得られた標準溶液の LC/MS クロマトグラフ

を図 1，図 2，図 3，図 4 に示した。 

 

 

 

表 1 LC 測定条件 

 

流速： 0.2mL/min

カラム温度： 40℃

Agilent 1100 Series LC/MSD

カラム： Symmetry C18 (Waters)

 3.5μm(150×2.1mm)

移動相： A：1%ギ酸 - B：アセトニトリル，グラジェント

注入量： 5μL

流速： 0.2mL/min

カラム温度： 40℃

Agilent 1100 Series LC/MSD

カラム： Symmetry C18 (Waters)

 3.5μm(150×2.1mm)

移動相： A：1%ギ酸 - B：アセトニトリル，グラジエント

注入量： 5μL

 

表 2 MS測定条件 

 分析条件 色素 指標成分 モニターイオン(m/z)

A/B 90/10 (0min) イオン化法 ESI ，Negative クチナシ青 geniposide 433[M-H+HCOOH]
-

↓ フラグメンター電圧 160V genipin 225[M-H]
-

50/50 (10min) ネブライザーガス N2 ，40psi クチナシ黄 geniposide 433[M-H+HCOOH]
-

↓ 乾燥ガス N2 ，12.0L/min genipin 225[M-H]
-

25/75 (20min) 乾燥ガス温度 350℃ crosin 975[M-H]
-

キャピラリー電圧 4,500V ベニバナ黄 safflomin A 611[M-H]
-

safflomin B

A/B 90/10 (0min) イオン化法 ESI ，Negative コチニール carminic acid 491[M-H]
-

↓ フラグメンター電圧 100V ラック laccaic acid A 536[M-H]
-

50/50 (10min) ネブライザーガス N2 ，40psi laccaic acid B 538[M-H]
-

↓ 乾燥ガス N2 ，12.0L/min laccaic acid C 495[M-H]
-

25/75 (20min) 乾燥ガス温度 350℃ ウコン curcumin 367[M-H]
-

↓ キャピラリー電圧 4,000V demethoxycurcumin 337[M-H]
-

25/75 (25min) アカネ alizarin 239[M-H]
-

A/B 90/10 (0min) イオン化法 ESI ，Positive ブドウ果皮 malvidin-3-Glu 493[M+H]
+

↓ フラグメンター電圧 60V peonidin-3-Glu 463[M+H]
+

50/50 (10min) ネブライザーガス N2 ，40psi petunidin-3-Glu 479[M+H]
+

↓ 乾燥ガス N2 ，12.0L/min クチナシ黄 crosin 999[M+Na]
+

25/75 (20min) 乾燥ガス温度 350℃

キャピラリー電圧 4,000V

A/B 75/25 (0min) イオン化法 ESI ，Positive アナトー norbixin 381[M+H]
+

↓ フラグメンター電圧 140V モナスカス rubropunctatin 357[M+H]
+

50/50 (10min) ネブライザーガス N2 ，40psi monascin 359[M+H]
+

↓ 乾燥ガス N2 ，12.0L/min monascorubrin 385[M+H]
+

15/85 (20min) 乾燥ガス温度 350℃ ankaflavin 386[M+H]
+

↓ キャピラリー電圧 4,500V

15/85 (25min)

④

1043[M-H-H2O]
-

移動相グラジェント条件 MS条件

①

②

③

 

 

図 1 分析条件①における標準溶液のクロマトグラム 

 

2.6 試料溶液の調整 

試料（飴は粉砕後，その他の試料は均一化したもの）3

～5g を遠沈管に量り，精製水 10～20ml を加えて超音

波処理し，色素を抽出・溶解させた。この溶液を遠心分

離（2,500rpm，10min）し，上清を Oasis HLB カー

トリッジに全量負荷した。カートリッジを精製水 20ml

で洗浄後，メタノール 30ml を用いて色素を完全に溶出

させた。溶出液を 50℃以下で減圧濃縮乾固し，残渣を

50%メタノールに溶解し，0.20μm のメンブランフィル

ターでろ過，適宜希釈して試料溶液とした。 

 

3 結果及び考察 

3.1 分析法の検討 

3.1.1 抽出溶媒の検討 

 分析対象とした天然着色料の多くが酸性下で安定であ

ったことから，抽出溶媒として 0.1％ギ酸及び水を用い

て検討を行った。アントシアニン系のブドウ果皮色素で

は水より 0.1%ギ酸水溶液で抽出率が向上したが，アナ

トー色素やモナスカス色素など他の色素の抽出率が低下

した。今回用いた試料からの抽出には，水のみの抽出の

方が全体の抽出率が良好であった。 
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図 2 分析条件②における標準溶液のクロマトグラム 

 

3.1.2 精製法の検討 

精製法は，操作の簡易性及び迅速性を考慮して固相抽

出法を採用することとし，精製用カートリッジとして，

Waters 社製 Sep-Pak Vac C8(200mg)，Sep-Pak 

Plus Short C18(360mg)，Oasis HLB(200mg，

500mg)，Oasis MAX(150mg)を使用前にメタノール

10ml 及び精製水 10ml でコンディショニングしたもの

を用いて検討を行った。その結果 C8 では保持力が弱く，

また MAX ではカラムに吸着したまま溶出できない色素

があった。C18 及び HLB は共に回収率が 50％を超え，

ほぼ同等の結果が得られたが，比較的少量の溶媒で溶出

が可能なポリマー系の HLB カートリッジを用いること

とした。また，HLB カートリッジの充填量による差は

認められなかった。 

3.1.3  LC/MS 測定条件の検討 

 安定した分析条件を保つため移動相は酸性とし，ピー

ク形状や感度を考慮してギ酸を用いることにした。 

次にアセトニトリルとのグラジェント溶出とするため，

その溶液濃度について検討した。A 液：0.1％ギ酸，B

液：0.1％ギ酸-アセトニトリルでのグラジェント溶出

では，検出が困難なピークがあり，A 液：0.2％ギ酸， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 分析条件③における標準溶液のクロマトグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 分析条件④における標準溶液のクロマトグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 移動相（ギ酸）濃度による感度の比較 

B 液：0.5％ギ酸-アセトニトリル以上は濃度が上昇
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するにつれピークの分離は良くなったが感度の低下が見

られた（図 5）。グラジェント溶出の移動相 B 液にア

セトニトリルを用いるため，分析条件④でモナスカス色

素の指標成分ピークが出現する 20 分まで，移動相のギ

酸濃度を 0.2％付近に保てるよう，移動相 A 液のギ酸濃

度を 1％とし，アセトニトリルとのグラジェント分析と

した。 

また，ベニバナ黄色素は，サフロミン A（safflomin 

A）及びサフロミン B（safflomin B）を指標成分とし

た。コチニール色素は，カルミン酸（carminic acid）

を，ラック色素は，ラッカイン酸 A（laccaic acid A），

ラッカイン酸 B（laccaic acid B）及びラッカイン酸 C

（laccaic acid C）を，ウコン色素は，クルクミン

（curcumin）及びデメトキシクルクミン

（demethoxycurcumin）を，アカネ色素はアリザリン

（alizarin）を指標成分とした。ブドウ果皮色素は，マ

ルビジン-3-グルコシド（malvidin-3-Glu），ペオニジ

ン-3-グルコシド（peonidin-3-Glu）及びペツニジン-

3-グルコシド（petunidin-3-Glu）を指標成分とした。

アナトー色素は，ノルビキシン（norbixin）を，モナ

スカス色素は，ルブロパンクタチン

（rubropunctatin），モナスシン（monascin），モ

ナスコルブリン（monascorubrin）及びアンカフラビ

ン（ankaflavin）を指標成分として，それぞれの色素

で MS の最適測定条件の検討を行った。しかし，構造

式，分子量共に不明であるカラメル色素については，指

標成分のターゲットイオンを確定できなかったため，カ

ラメル色素を除く 10 色素の定性分析条件を決定した。 

3.2 添加回収試験 

ガス抜きを行った無色透明の炭酸飲料 10ml に，対象

とした色素 10 種をそれぞれ 25ppm （試料換算）とな

るように添加して，本法により分析を行った。 

対象色素とその指標成分について，回収率及び変動係数

を表 3 に示した。いずれの色素もほぼ 50%を上回る回

収率を確保でき，定性試験には十分な結果であった。 

 

表 3 色素の添加回収率（n=4）

色素 指標成分 回収率（％） 変動係数（％）
クチナシ青 genipin 70 3.1

geniposide 79 2.1

クチナシ黄 crosin 79 0.8

ベニバナ黄 safflomin A 75 3.4

safflomin B 68 1.4

ブドウ果皮 malvidin-3-Glu 80 1.5

petunidin-3-Glu 67 1.7

laccaic acid A 49 12.1

ラック laccaic acid B 96 2.0

laccaic acid C 78 2.4

コチニール carminic acid 96 2.4

ウコン demethoxycurcumin 53 3.5

curcmin 89 4.6

アカネ alizarin 86 3.7

モナスカス ankaflavin 40 0.5

monascin 83 2.3

アナトー norbixin 87 0.6

色素 指標成分 回収率（％） 変動係数（％）
クチナシ青 genipin 70 3.1

geniposide 79 2.1

クチナシ黄 crosin 79 0.8

ベニバナ黄 safflomin A 75 3.4

safflomin B 68 1.4

ブドウ果皮 Mal-3-glucodide 80 1.5

pt-3-glucoside 67 1.7

laccaic acid A 49 12.1

ラック laccaic acid B 96 2.0

laccaic acid C 78 2.4

コチニール carminic acid 96 2.4

ウコン demethoxycurcumin 53 3.5

curcmin 89 4.6

アカネ alizarin 86 3.7

モナスカス ankaflavin 40 0.5

monascin 83 2.3

アナトー norbixin 87 0.6

 

 

3.3 市販食品の分析 

市販食品 26 件（表示：クチナシ 14 件，ベニバナ 8

件，ウコン 3 件，紅麹 2 件，コチニール 1 件，アント

シアニン 7 件，フラボノイド 2 件）について，本法を

用いて定性分析を実施したところ，アントシアニン表示

の 7 件中 3 件からブドウ果皮色素を，フラボノイド表

示の 2 件中 1 件からベニバナ黄色素を，他の 1 件から

ブドウ果皮色素を検出した。その他の表示のものからは

表示通りの色素を検出した。飴から検出したベニバナ黄

色素とクチナシ黄色素の検出例を図 6 に示す。 

用いて定性分析を実施したところ，アントシアニン表示

の 7 件中 3 件からブドウ果皮色素を，フラボノイド表

示の 2 件中 1 件からベニバナ黄色素を，他の 1 件から

ブドウ果皮色素を検出した。その他の表示のものからは

表示通りの色素を検出した。飴から検出したベニバナ黄

色素とクチナシ黄色素の検出例を図 6 に示す。 

 

 
図 6 標準液及び試料の LC/MS クロマトグラム 
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4 まとめ 

 LC/MS を用いて，食品中の天然着色料（クチナシ青

色素，クチナシ黄色素，ベニバナ黄色素，ウコン色素，

ブドウ果皮色素，モナスカス（紅麹）色素，アナトー色

素，コチニール色素，ラック色素，アカネ色素）の定性

試験法を検討した。食品から色素を抽出する溶媒に精製

水を用いて超音波処理により抽出を行い，Oasis HLB

カートリッジによる精製後，LC/MS により定性を行う

分析法を確立した。清涼飲料を用いた添加回収試験では，

対象とした 10 色素すべてにおいて回収率 50%以上を確

保でき，定性分析が可能であるとして市販食品の色素を

分析したところ，良好な結果が得られたことから，本法

は実用的な方法と考えられる。 
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図1　環境省酸性雨対策
調査地点（新潟県内）

佐渡関岬

新潟巻

新潟市

冬季降水の pH 変動に関する一考察 

A Study on the pH-fluctuation of Precipitation in Winter season 
 

仁平  明  高橋 誠幸  中村 栄一

木戸 一博 

Akira NIDAIRA, Seiko TAKAHASHI, Eiichi NAKAMURA 

Kazuhiro KIDO 

 

これまで報告してきた県内の酸性雨自動測定結果では西高東低の気圧配置のときに日本海側から流れ込んだ雪雲によ

る降水の pH は低くはなかった。日本海側における冬季降水の pH 変動を詳細に解釈するため，1 日卖位のサンプリン

グを行っている環境省酸性雨対策調査データを活用して時間分解能を高めた解析を行ったところ，調査地点上空で大陸

由来の大気中 SO4
2－濃度が増大した後の降水は nss-SO4

2－が増加し pH は低下する関連性がみられ，大陸からの汚染物

質輸送は SO2 排出量が大きい中国中部から直接の場合と迂回する場合があり，西高東低の気圧配置が続くときはむしろ

大気を浄化させ pH 低下の要因にはなっていなかった。また，寒気の流入により日本海側に雲頂高度の低い雲が発生す

る気象条件下では地域汚染の影響を受け降水中 nss-SO4
2－濃度，pH に地域差が生じると考えられた。 

 

キーワード：酸性雨；pH；日本海側；冬季 

Key words：Acid rain；pH；Sea of Japan side；Winter season 

 

1 はじめに 

これまで報告してきた pH 型酸性雨自動測定結果では，

西高東低の気圧配置のときに日本海上で発生した雪雲が

太平洋側の宮城県に流れ込んだ降水の pH は低くはなか

った１）。長期間サンプリングによる酸性雨調査では日本

海側における降水の pH は冬季に低く，西高東低の気圧

配置時の北西季節風により大陸由来の大気汚染物質が流

入するためと推論されている２）。一方で日本海側冬季降

水中の SO4
2－，NO3

－ 濃度は周辺地域の排出量区分と一

致するとの記述もあり２），総観規模で考えるとこれらは

矛盾しているように思える。 

それぞれの観測事実を合理的に解釈するには，冬季の

酸性化現象について更に詳細な解析が求められる。特に，

通常のモニタリングは 2 週間とか 1 ヵ月の長期間サンプ

リングのため，降水個々についての考察は不可能である。

そこで，時間分解能を高めるものとして 1 日卖位のサン

プリングを行っている環境省酸性雨対策調査データを活

用し，酸性化と気象状況に着目した解析を行った。 

 

2 解析データ 

2.1 環境省平成 18 年度酸性雨対策調査データ 

酸性雨研究センターから入手 

調査地点：新潟巻及び佐渡関岬（図 1） 

解析期間：2007 年 1 月 

採取間隔：当日 9:00～翌日 9:00 の 1 日毎 

2.2 気象データ 

気象庁（http://www.jma. go.jp/jp/g3）及び国際気象

海洋㈱（http://www.imocwx.com/wxfax.htm）ホーム

ページから引用 

 

2.3 CFORS（化学天気予報システム）データ 

国立環境研究所ホームページ（http://www-cfors. 

nies.go.jp/~cfors/index-j.html）から引用 

 

3 結果及び考察 

3.1 冬型気圧配置と降水 pH，イオン成分濃度 

2007 年 1 月の新潟巻における降水量，pH 及び nss，

ss 別の SO4
2－と NO3

－当量濃度を図 2 に上から順に示す。

また，下段は CFORS から読み取った新潟市上空の大気

中 SO4
2－予測濃度，背景の縦縞は西高東低の気圧配置の

ときを表す。なお，CFORS の SO4
2－濃度図には 2，5，

10，15，30，50 及び 70μg/m３の等値線が示されている。

読み取りは目的の地点を挟む等値線の中間値を採用し，

最小等値線 2μg/m３の外側は 1μg/m３とした。 

解析した期間は西高東低の気圧配置が続くことが少な

かった。1 日平均の pH はほとんどが 4.5 以下である。

2006 年度の平均 pH が 4.62 であることから，この時期

の pH は平均的に低いだけでなく，個々の降水も全体的

に低めに推移しているようである。ただし，pH3 台の低

pH の多くは西高東低の気圧配置以外のときに出現して

おり，その降水中の nss-SO4
2－は増加している。そして

CFORS では降水中 nss- 

SO4
2－増加の直前に大気

中SO4
2－濃度の増大がみ

られる。CFORS は予測

値でありどの程度実状を

表現できているかの課題

はあろうが，仮にその実

力が良好であるとすれば，

大気中SO4
2－濃度が増大
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した後の降水は nss-SO4
2－が増加し，pH は低下する関

連性がみられる。また，西高東低の気圧配置のときは大

気中 SO4
2－濃度が減少する場合が多く，その際の降水

pH も特に低下する様子はない。北西季節風はむしろ大

気を浄化し，pH 低下の要因にはなっていないようであ

る。 

3.2 pH 低下事例 

1 月 12 日は西高東低の気圧配置が緩み西から次第に

高気圧に覆われたときで 5.0mm の降水があり，日平均

pH は 4.03 と低かった。9 時の地上及び 850hPa 高層天

気図，9 時と 21 時の SO4
2－予測図をそれぞれ図 3 に示

す。CFORS では SO4
2－高濃度域が中国中部から三東半

島を経て東に延び本州に達している。850ｈPa 高層天気

図の等高線は日本付近でほぼ東西に走っている。この地

衡風が東方への輸送力になっていると考えられ，本事例

は大陸起源の汚染物質流入により酸性化が進んだもの

と解釈される。 

3.3 西高東低の気圧配置で pH が低下しない事例 

図 3 同様の天気図等を図 4 に示す。前々日から西高東

低の気圧配置が続いた 1 月 9 日は 0.8mm の降水があり，

日平均 pH は 4.41 で前事例ほど低下せず，nss-SO4
2－濃

度も低かった。850hPa 高層天気図は東谷で北西風が卓

越する気象場である。CFORS においては 9 時，21 時と

も東北地方上空の SO4
2－濃度は最小等値線外であり，大

陸からの寄与はなかったとみられる。 

3.4 西高東低の気圧配置で pH が低下した事例 

図 2 で 18 日は他の西高東低の気圧配置のときと異な

り，降水中の pH は低く nss-SO4
2－は増加しており，先

行して大気中 SO4
2－濃度の増大があった。図 5 は 17 日

～19 日における図 3 同様の天気図等である。17 日に本

州单岸を低気圧が東進した後，18 日午後から 19 日朝に

かけて一時的に西高東低の気圧配置となったが，19 日日

中は早くも大陸の高気圧が本州上空に張り出している。

850hPa 高層天気図では 17 日に本州の西にあった気圧

の谷が 19日には東に移っている。大気中 SO4
2－濃度は，
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14 日午前に高気圧下の中国山東半島付近で発生した高

濃度気塊が 17 日午前にかけて北東に進み日本海上にあ

った。850hPa 高層天気図で気圧の谷が本州から東に移

った 18，19 日は地衡風に対応して高濃度気塊は低気圧

の後部を单東に移動しながら本州を通過している。特に

東谷となった 19 日は高濃度気塊が太平洋上に抜け，

SO4
2－濃度は減少すると予測されている。 

本事例は西高東低の気圧配置になる前に日本海北部に

山東半島付近から汚染物質の輸送があり，これが北西季

節風によって日本上空に運ばれ，降水の酸性化に寄与し

たと考えられる。前の 2 事例を含めて考察すると，SO2

排出量が大きい中国中部（http://www-gis5.nies.go. 

jp/eastasia/AerialPollMap1.php）を通過した空気塊

が 12 日の事例のように直接又は 18 日の事例のように迂

回して流入した場合は大陸の影響が顕著であるが，9 日

の事例のように東谷の状態が続く通常の西高東低の気圧

配置の場合は汚染物質の供給がなく pH の低下は生じな

いようである。 

3.5 新潟巻と佐渡関岬の降水成分比較 

新潟巻と佐渡関岬における降水成分を比較するため，

H＋，nss-SO4
2－及び NO3

－について新潟巻の佐渡関岬に

対する濃度差を図 6 に示した。図 6 で濃度差が正のとき

は新潟巻の濃度が高く，負は佐渡関岬の濃度が高いこと

を表す。全体的には新潟巻の方が濃度は高い場合が多い

が，中には佐渡関岬の濃度が高いときもある。ただし，

降水中成分濃度は一般的には降水の継続とともに減少し，

特に降水初期は減少が大きい性質がある３）４）ので，降

水量を加味して評価する必要がある。22 日の nss-SO4
2

－と NO3
－及び 23 日の NO3

－は佐渡関岬の濃度が新潟巻

より高かったが，両日の日降水量は新潟巻がそれぞれ

1.5mm，2.5mm，佐渡関岬は 0.5mm，1.0mm と少なか

った。佐渡関岬は初期降水に相当し降水量依存性で濃度

が高くなりやすい可能性が残っているため，卖純に濃度

を比較することはできない。29，30 日の降水量は新潟

巻がともに 3.5mm，佐渡関岬は 2.6mm，5.0mm と 22，

23 日よりも多かった。このときは nss-SO4
2－濃度差が大

きい。H＋濃度も新潟巻の方が高く，図 2 のとおり pH4.0

を記録している。両地点の降水量はほぼ同程度とみなせ，

特に 29 日は新潟巻の降水量が佐渡関岬より多かったに

もかかわらず正の濃度差が生じていることから，地域汚

染の影響が示唆された。 

3.6 新潟巻の pH が佐渡関岬より低い事例 

新潟巻と佐渡関岬の濃度差が大きかった 29 日と 30 日

について，それぞれのサンプリングが終了する翌日 9 時

の気象衛星赤外画像と可視画像及び CFORS による大気

中 SO4
2－濃度分布図を図 7 に示した。CFORS において

は新潟巻と佐渡関岬上空での濃度差はない。気象衛星可

視画像によれば，30，31 日とも新潟を含む日本海沿岸

に雲が写っている。赤外画像ではこの雲は薄く雲頂高度

の低い雲が日本海側に発生していた。太平洋側ではやま

せのときにこのような状況が生じる。両者とも寒気の流

入により海面から蒸発した水分が生成する地表付近の雲

であることが共通しており，やませについては拡散が進

行する前の地域汚染物質を雲水に取り込むことによって



- 58 -  

 

低 pH が出現するとの推測を行っている５）。新潟巻と佐

渡関岬において，降水量はほぼ同程度とみなせ,また, 

CFORS の濃度差もなく，これらの要因で地域差を説明

するのは難しい。本事例については，やませと同様に地

域汚染の影響を受けやすい気象状況が形成されたことに

より，新潟巻で pH が低下するとともに佐渡関岬との濃

度差が生じたのでないかと考えられる。 

 

4 まとめ 

2007 年 1 月の新潟巻及び佐渡関岬における環境省酸

性雨対策調査データを解析したところ， 

(1)  大陸由来の大気中 SO4
2－濃度が増大した後の降水は

nss-SO4
2－が増加し，pH は低下する関連性がみられた。 

(2)  大陸からの汚染物質供給は，直接の場合と北東部に

移動した後に北西季節風により輸送される場合があっ

た。 

(3)  西高東低の気圧配置は後者の場合に関与するが，通

常はむしろ大気を浄化させており，pH 低下の要因に

はならない。 

(4)  寒気の流入により日本海側に雲頂高度の低い雲が発

生する気象条件下では，地域汚染の影響によって新潟

巻の方が佐渡関岬より nss-SO4
2－濃度が高く，pH は

低下すると考えられた。 
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and the Surrounding Environment  

 

                小川  武  佐久間 隆  小泉 俊一 

 小室 健一  北村 洋子  木戸 一博 

Takeshi OGAWA, Takashi SAKUMA, Shun-ichi KOIZUMI 

Ken-ichi KOMURO, Yoko KITAMURA, Kazuhiro KIDO 

 

有害大気汚染物質のジクロロメタンを測定対象として，その発生源である工場からの排出口出口，工場敷地境界及び

周辺環境でのジクロロメタンの濃度を測定した。それらのデータから求められた排出量は，PRTR データの取扱量に比

して尐ないものであった。また，拡散計算により環境濃度の推定をしたところ，概ね良好な結果が得られ，今後の調査

等に有用であると考えられた。 

 

キーワード：有害大気汚染物質；ジクロロメタン；揮発性有機化合物（VOC）；PRTR；METI-LIS 

Key words：hazardous air pollutant；dichloro methane； 

volatile organic compound(VOC)；PRTR；METI-LIS 

 

1 はじめに 

 今後の大気汚染防止の一層の推進を図るためには，有

害大気汚染物質取扱い施設からの排出実態や周辺環境に

及ぼす影響を的確に把握することが必要である。本調査

は，ジクロロメタンの発生源と考えられる工場・事業場

について，排出実態，敷地境界における濃度，排出抑制

対策及び排出抑制効果等について把握し，今後の大気汚

染防止の推進に資することを目的とした。 

  なお，本調査は平成 21 年度環境省委託事業として実

施したものである。 

 

2 方 法 

2.1 調査対象 

測定対象物質にジクロロメタンを選び，発生源の測定

対象として O 市にある建材関連製品の製造を行ってい

る Y 事業所を選定した。また，周辺環境として事業所敷

地境界と事業所の近隣地点を調査した。 

2.1.2 調査日時 

調査は 2 回行い，第 1 回目は排出口濃度測定を平成 21

年 10 月 1 日，事業所の敷地境界，周辺環境濃度測定を

平成 21 年 10 月 1 日～2 日にかけて実施した。第 2 回目

は，排出口濃度測定を平成 21 年 11 月 4 日，敷地境界，

周辺環境濃度測定を平成 21 年 11 月 4 日～5 日にかけて

実施した。 

2.2 調査方法 

2.2.1 調査箇所 

1) 排出口  

対象事業所ではジクロロメタンは断熱材注入機ノズル

の洗浄，製品用接着剤の溶剤として用いられている。図

1 にジクロロメタンの発生源（△）を示した。発生源測

定箇所として，断熱材注入ライン（以下，A ライン）に

付設する排気管の出口 1 ヶ所（排出口高さ 4m），ラミ

ネート材接着ライン（以下，B ライン）に付設する塗布

工程排気管の出口 1 ヶ所（排出口高さ 12 m）と乾燥工

程排気管の出口 1 ヶ所（排出口高さ 5.1m）を選定した。

他に断熱材注入ラインが 2 ヶ所あったが，一つは排気口

がなく開放系のため，もう一つは調査時に休止中のため

測定しなかった。 また，A 及び B ラインからのジクロロ

メタンの大気への排出量は当該工場における施設全体か

らの排出量の約 9 割を占めている。 

2) 敷地境界  

各測定地点（○）の位置を図 1 に示した。地点名の距

離は主煙源である B ラインからのおよその距離を表す。

第 1 回調査時は対象工場の 4 方位に敷地境界 4 地点（敷

地 1～敷地 4）で濃度測定を実施した。第 2 回調査時は

過去の気象データから北西風の頻度が多かったことから，

主発生源であるBラインからのジクロロメタンをとらえ

図１ 発生源及び敷地境界，周辺環境濃度測定地点 

発生源_排出口高さh

敷地境界_主煙源（Ｂライン）からの距離

周辺環境_主煙源（Ｂライン）からの距離

周辺Ｆ１_1,100m

周辺Ｓ２_600m

周辺Ｓ１_1,000m

周辺Ｓ支所_ＢＧ_2,900m

敷地１_100m

敷地２_500m

敷地３_1,000m

敷地４_600m

Ｂライン乾燥_h 5.1m

Ｂライン塗布_h 12.0m

Ａライン_h 4.0m

敷地５_200m
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るため，東側敷地境界に 1 地点（敷地 5）を追加し測定

を行った。 

3) 周辺環境  

各測定地点（□）を図 1 に示した。事業所の近隣民家

3 地点とバックグラウンド地点として事業所から南南西

へ約 3km 離れた O 市役所 S 支所を選定した。 

2.2.2 試料採取方法及び分析方法 

1) 排出口測定 

試料採取は「排出ガス中の指定物質の測定方法マニュ

アル」１）によるバック採取法で行った。アクリル製の吸

引ケースの中に容量 5L のポリフッ化ビニル製バッグを

つなぎ，密閉した後，さらに，吸引ポンプによりケース

内の空気を吸引することにより試料を排出口からバッグ

内に採取した。採取試料は実験室に持ち帰り，試料 100 

ml を約 2 分間で炭素系吸着剤（ORBO91）に吸着させ，

2 ml の二硫化炭素により抽出後，ガスクロマトグラフ質

量分析法（GC/MS 法）により分析した。  

2) 敷地境界及び周辺環境測定 

試料採取は「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」
１）による容器採取法で行った。容積 6L のキャニスター

容器を用い，約 24 時間試料を採取した。キャニスター

容器に採取した試料は，大気試料濃縮導入装置に導入し

た後，GC/MS 法により分析を行った。 

 

3 結果及び考察 

3.1 第１回調査測定結果  

3.1.1 排出口測定   

 測定結果を表 1 に示した。各測定箇所において，それ

ぞれ 3 回ずつ測定を実施した。A ラインの排出口の濃度

は 1.6～3.6 g/Nm3 の範囲であり，平均濃度は 2.6 g/Nm3

であった。排出量（g/時）については，一工程の実稼働

時間 10 分間のうちジクロロメタンの使用が数秒であり

濃度にバラツキが出るため，以下のとおり計算した。一

工程の試料採取時間 3 分間の排出ガス量（Nm3/3 分間）

を求め，次に一時間に行われる 6 工程を掛け一時間あた

りの排ガス量（Nm3/時）を求めた。さらに，この値に平

均濃度（g/Nm3）を乗じて排出量(g/時)とした。B ライ

ン乾燥工程の濃度は 0.016～12.0 g/Nm3 の範囲であり，

1 回目，3 回目が低濃度であった。1 回目についてはサン

プリング時の不具合があったと考えられた。また，3 回

目は加熱工程が終了した段階での試料であったため低濃

度であった。排出量（g/時）は 2 回目の測定値を用い，

濃度（g/Nm3）×排出ガス量（Nm3/時）で算出した。一

方，B ライン塗布工程の濃度は 0.15～2.0 g/Nm3 の範囲

であり，3 回目は塗布工程が終了した段階での試料であ

り低濃度であった。排出量（g/時）の算出には 1 回目，2

回目の測定結果の平均濃度（g/Nm3）×排出ガス量（Nm3/

時）で算出した。 

3.1.2 敷地境界及び周辺環境測定   

敷地境界における測定結果を表 2 に示した。濃度範囲

は 0.68～54 μg/m3 であり，北側及び西側敷地境界で比

較的高濃度のジクロロメタンが検出された。一方，周辺

環境における測定結果を表 3 に示した。濃度範囲は 0.38

～8.7μg/m3 であった。また，周辺環境濃度測定時の気象

状況について，工場の北北西方向約 7.5 km にある F 気

象観測所における 10 月 1 日～2 日の風配図を図 2 に示

した。最多出現風向は SSE（19.4%）で，平均風速は 1.9 

m/s であった。 

表１ 排出口濃度測定結果 

発 生 源  

測定箇所 

採 取 

時 刻 

濃 度 

(g/Nm3) 

排  出  

ガス量 

(Nm3/h) 

排出量 

(g/h) 

A ライン ①11:51 

②14:39 

③15:31 

① 1.6 

② 3.6 

③ 2.7 

平均 2.6 

 580 

 

   

1500 

 

 

B ライン 

乾燥工程 

①13:22 

②16:08 

③16:20 

①  0.016 

② 12 

③  0.17 

平均 4.1 

190 2300 

 

 

B ライン 

塗布工程 

①13:45 

②16:00 

③16:25 

①  2.0 

②  1.6 

③  0.15 

平均 1.2 

2000 3600 

 

 

注；採取日:平成 21 年 10 月 1 日，試料採取時間:約 3 分 

表２ 敷地境界濃度測定結果 

（単位：μg/m3） 

測定地点 採取時間 濃度 発生源周辺 

全国平均２） 

(最小-最大） 

敷地１_北側 10/1 11:07－10/2 10:45 54 

3.6 

(0.43-110) 

敷地２_東側 10/1 10:50－10/2 10:30 1.6 

敷地３_南側 10/1 11:25－10/2 11:00 0.68 

敷地４_西側 10/1 11:19－10/2 10:55 24 

表３ 周辺環境濃度測定結果 

（単位：μg/m3） 

測 定 

地 点 

採取時間 濃度 一般環境 

全国平均２） 

(最小-最大) 

FⅡ
局 

S 支所 10/1   9:45－10/2   9:35 0.38 

1.9 

(0.27-11) 
1.5 

S1 10/1 10:05－10/2   9:50 0.66 

S2 10/1 12:20－10/2 10:02 8.7 

F1 10/1 12:25－10/2 10:10 2.0 

注： FⅡ局は宮城県の一般環境測定地点（発生源から北東方

向約 3km）であり，数値は平成 20 年度モニタリング調査結

果である。  

 

図２ 調査期間の風配図（F 気象観測所） 

F 
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3.2 第２回調査測定結果  

3.2.1 排出口測定   

測定結果を表 4 に示した。A ラインの排出口の濃度は

1.6～3.2 g/Nm3 の範囲であり，平均濃度は 2.3 g/Nm3

であった。B ライン乾燥工程の濃度は 7.9～12 g/Nm3 の

範囲であり，平均濃度は 9.8 g/Nm3 であった。塗布工程

の濃度は 0.62～0.86 g/Nm3 の範囲であり，平均濃度は

0.78 g/Nm3 であった。排出量（g/時）について，A ライ

ンは 10 月と同様の計算で，B ラインは平均濃度（g/Nm3）

×排出ガス量（Nm3/時）の計算で求めた。B ライン塗布

工程では第 1 回目と比較し低濃度であった。日変動の要

因は，多種類の製品を取り扱っているため，製品によっ

て接着面積等が異なり接着剤の使用量が変動するためと

考えられた。 

3.2.2 敷地境界及び周辺環境測定   

敷地境界における測定結果を表 5 に示した。濃度範囲

は 1.9～48 μg/m3 であった。北側敷地境界では第 1 回目

と同様比較的高濃度のジクロロメタンが検出された。周

辺環境における結果を表 6 に示した。周辺環境のジクロ

ロメタン 24 時間平均濃度は 0.98～2.1μg/m3 であった。

また，11 月 4 日と 5 日の F 気象観測所における風配図

を図 5 上に示した。F 気象観測所の最多出現風向は W

（12.8%）で，平均風速は 1.5 m/s であった。また，第

2 回目調査時は 4 日 9 時から 5 日 11 時まで工場敷地内

の北東角に簡易風向風速計を設置し，その風配図を図 5

下に示した。簡易風向風速計の最多出現風向は SSE

（20.8%）で，平均風速は 1.0m/s であった。 

3.3 発生源の周辺環境への影響等の考察  

発生源周辺環境の濃度レベルについては，敷地境界濃

度は 0.68μg/m3～54μg/m3 の濃度範囲であり，参考まで

環境基準と比較すると，150μg/m3 を下回っていた。し

かし，平成 20 年度全国調査の発生源周辺における平均

値 3.6μg/m3 を超える地点も見られた。10 月は南南東寄

りの風，北東寄りの風が多く北側，西側敷地境界の濃度

が高く，11 月は南南東寄りの風が多く北側敷地境界の濃

度が高かった。このことから敷地境界の濃度については，

風向による発生源からの影響が大きいことが推察された。

また，周辺環境濃度測定では，敷地境界と同様に各地点

の濃度は環境基準以下であった。全国調査平均値

1.9μg/m3 と比較し 10 月の濃度が 8.7μg/m3 と高い地点

が見られたが，工場直近で北側に位置しており，調査時

の南南東寄りの風を考慮すれば発生源の影響があったと

推察された。  

3.3 拡散計算による環境濃度の推定 

 第 2 回目の調査結果に基づき，METI-LIS（経済産業

省－低煙源工場拡散モデル）を用いて，環境濃度を推定

しその適合性を検討した。事業所のジクロロメタン排出

量を表 7 に示したが，ジクロロメタンから他の溶剤に転

表４ 排出口濃度測定結果 

発 生 源  

測定箇所 

採 取 

時 刻 

濃 度 

(g/Nm3) 

排  出  

ガス量 

(Nm3/h) 

排出量 

(g/h) 

A ライン ①10:31 

②11:48 

③13:54 

① 3.2 

② 2.0 

③ 1.6 

平均 2.3 

 580 

 

   

1300 

 

 

B ライン 

乾燥工程 

①10:47 

②11:58 

③14:06 

①  7.9   

②  9.5 

③ 12    

平均 9.8 

190 1900 

 

 

B ライン 

塗布工程 

①11:05 

②13:19 

③14:19 

①  0.85 

②  0.86 

③  0.62 

平均 0.78 

2000 1600 

 

 

注；採取日:平成 21 年 11 月 4 日，試料採取時間:約 3 分 

表５ 敷地境界濃度測定結果 

（単位：μg/m3） 

測定地点 採取時間 濃度 発生源周辺 

全国平均２） 

(最小-最大） 

敷地１_北側 11/4 11:39－11/5 10:55 48 

3.6 

(0.43-110) 

敷地２_東側 11/4 11:17－11/5 10:40 7.3 

敷地３_南側 11/4 12:03－11/5 11:11 1.9 

敷地４_西側 11/4 11:52－11/5 11:06 8.6 

敷地５_東側 11/4 11:27－11/5 10:47 7.4 

 

表６ 周辺環境濃度測定結果 

（単位：μg/m3） 

測 定 

地 点 

採取時間 濃度 一般環境 

全国平均２） 

(最小-最大) 

FⅡ 

局 

S 支所 11/4   9:45－11/5   9:52 0.98 

1.9 

(0.27-11) 
1.5 

S1 11/4 10:13－11/5 10:06 2.0 

S2 11/4 10:31－11/5 10:17 2.1 

F1 11/4 10:41－11/5 10:25 1.0 

注： FⅡ局は，表 3 と同様  

現地 

F 気象観測所 

図５ 調査機関の風配図（F 気象観測所及び現地） 
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換中であり，排出量は年々減尐傾向にある。なお，PRTR

届出排出量及び事業所推定大気排出量は，ジクロロメタ

ン取扱量から廃棄物として外部処理委託した量を差し引

いた量である。 

 実態調査による排出量は，事業所が推定した排出量に

比し，かなり小さいものであった。その要因としては，

①排出されるジクロロメタンは，局所排気装置（フード

をつけたファンで吸引）により煙突から排出されるが，

その排気装置に吸引されなかったジクロロメタンについ

て測定しなかったこと。②製造製品の種類がその都度異

なる（溶剤の使用量が異なる）とともに，施設の実稼働

時間（操業時間 16 時間中約 7 時間稼働）も，不規則か

つ断続的なものであったこと。③排ガス及び流速測定の

ためのサンプリング口がなく，煙突先端で行ったことの

3 点が考えられた。以上のことから，計算は次の 3 ケー

スについて行った。 

Case1：実測排出量による 

Case2：実測排出量の 2 倍の排出量による 

Case3：事業所推定排出量による 

拡散計算の気象データは，事業所敷地の東北角で計測

した風向風速（10 分値）とアメダス F 観測所の気温・

日照時間を用いた。事業所敷地での 10 分値気象データ

に基づく推定結果として，図 8 に推定濃度分布を，図 9

に環境濃度実測値との関係を示す。なお，図 9 において

は，計算結果にバックグラウンド値として 0.27μg/m3（平

成 20 年度の有害大気汚染物質モニタリング調査結果２）

における全国で最小の観測値）を加算している。また，

実測排出量の２倍の排出量（実態調査による排出量と事

業所推定排出量の概ね中間の排出量）においては，回帰

線がほぼ図の対角線に近いものであった。 

3.4 年間排出量の比較 

今回の調査結果から算出した A ライン，B ラインのジ

クロロメタン排出量を表 8 に示した。実測値による年間

排出量(b)は，1 時間あたりの排出量(a)×1 日あたりの実

稼働時間×年間稼働日数で算出した。実測値による年間

排出量(b)は 2008 年 PRTR データの年間大気排出量(c)

に対し，A ラインで 10 月が 45％，11 月が 40%，B ラ

インで 10 月が 27％，11 月が 20%であった。また，工

場側からの聞き取りから 2009 年の取扱量は 2008 年取

扱量に比較し約 70％であるとの情報が得られたので，

表７ ジクロロメタン排出量 
単位:kg/年 

 

PRTR 届出排出量 
Y 事業
所推定 

実測排
出量 

2006
年度 

2007 
年度 

2008 
年度 

2009/11
時点 

2009/11 
/4～5 

大    気  
排出量 

65000 43000 36000 23000 7000 

注１：値は有効数字２桁に丸めてある。  

△：発生源

○：敷地境界

□：周辺環境

1.0  - 5.0

5.0  - 10.0
10.0  - 50.0
50.0  - 100.0

100.0  - 200.0
200.0  -

凡例：単位 ［μｇ／ｍ３］

図８ 環境濃度推定図 

図９ 実測値と推定値との関係 
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2009 年のジクロロメタン取扱推定量(e)に対する比率を

求めたところ，断熱注入ラインで 10 月が 64％，11 月が

57％，木質ラミネートラインで 10 月が 38％，11 月が 

29％であった。 

 

4 まとめ 

工場に排ガス処理施設はなく，対象物質は排出口から

直接大気中に放出される。排出口濃度測定（施設稼働時）

の結果， A ラインでは 2 回調査の平均濃度に大きな差が

なく日変動が尐なかった。一方，B ライン塗布工程では

11 月測定の平均濃度が低く日変動が見られた。また，実

測値から当該工場のジクロロメタン年間排出量を推定し

たところ，B ラインが 6.9 t/年（平均），A ラインが 1.2 

t/年（平均）であった。いずれのラインでも PRTR デー

タと比較し，尐ない年間排出量であった。施設によって

はジクロロメタンから他の化学物質に切り替えを行って

いること，製品の種類によって日変動があることなども

実測値による推定排出量が尐ない要因と考えられたが，

製造工程が完全な密閉状態でないことなどから工場内に

揮発拡散する量も多いと考えられ，排出口のみの濃度測

定で大気排出量を推定し PRTR 届出値と比較すること

が難しいこともわかった。さらに，拡散計算による環境

濃度の推定では短期間の調査であったが，概ね良好な結

果が得られ今後の有害大気汚染物質の調査等に有用であ

ると考えられた。 

 

5 参考文献 

1）環境省水・大気環境局大気環境課：有害大気汚染物

質測定方法マニュアル・排出ガス中の指定物質の測定

方法マニュアル，平成 20 年 10 月 

2）  環境省水・大気環境局大気環境課：平成 20 年度地

方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリン

グ調査結果，平成 21 年 12 月 

 

表８ 実測値による年間排出量及び PRTR データからの年間排出量 

調査 

時期 
製造ライン 

測定結果に基づく

排出量 

(g/h) 

(連続 1時間稼働し

た場合の排出量) 

(a) 

実測値によ

る年間排出

量 

(kg/年) 

稼働時間は

注に記載 

(b) 

PRTR 報告

値_2008 年

大気放出量 

(kg/年) 

(c) 

比率： 

実測値によ

る排出量 

/PRTR 届出

値による排

出量 

(d)=(b)/(c) 

2009 年_事業

所推定排出

量 

2008 年(c)に

比して 70% 

(kg/年) 

(e)=(c)×0.7 

比率： 

実測値によ

る排出量 

/2009 年事

業所推定排

出量 

(f)=(b)/(e) 

10 月 

A ライン 1500  1300  2800  0.45  2000  0.64  

B ライン 
乾燥 2300  

5900  7800  29000  0.27  21000  0.38  
塗布 3600  

合計 7400  9100  32000  0.28  23000  0.40  

11 月 

A ライン 1300  1100  2800  0.40  2000  0.57  

B ライン 
乾燥 1900  

3400  6000  29000  0.20  21000  0.29  
塗布 1600  

合計 4800  7100  32000  0.22  23000  0.31  

  注１：値は PRTR 報告値も含め有効数字２桁に丸めてある。  

  （計算値は四捨五入前の値を用いているため、表の値で計算した計算値と必ずしも一致しない）  

  注２：稼働日数は年間 244 日で計算した。  

  注３：10 月の施設稼働時間は，A ライン：3 時間 25 分，B ライン：5 時間 28 分で計算した。  

 
注４：11 月の施設稼働時間は，A ライン：3 時間 25 分，B ライン：7 時間 08 分で計算した。 
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Ａ 

Ｃ 

№１ №２ №３ №４ 

№５ 

Ｂ 

環境基準Ⅱ類型 

Ｄ 

図 1 飛行場周辺の状況と測定地点の配置 

航空機騒音の LAE算出方法及び WECPNL と Ldenの関係について 

A LAE Calculation Method of the Aircraft Noise and Relations of WECPNL and Lden 
 

菊地 英男  星川 大介  木戸 一博 

Hideo KIKUCHI, Daisuke HOSHIKAWA, Kazuhiro KIDO 
 

新たな航空機騒音に係る環境基準が平成 25 年 4 月から施行されるにあたり，環境基準の類型指定見直しのための新

たな評価指標である時間帯補正等価騒音レベル（Lden ）による実態把握と，これまで常時監視により蓄積された膨大な

データの継続性を確保する必要が生じた。そこで，防衛施設の飛行場周辺地域を対象として，Lden を算出するために必

要な航空機１機ごとの単発騒音暴露レベル（LAE）を，既存の測定で得られている航空機騒音の最大騒音レベル（LA,Smax ）
と継続時間を用いて推計式を作成し，その有効性を確認した。また，航空機騒音に係る環境基準の範囲である WECPNL 
70～75 と Lden の関係は，WECPNL ≒ Lden + 15 であることが判明した。この関係は，飛行場の形態や使用機材等に

よって異なることが示唆されることから，新たな環境基準に係る類型指定を行う場合には，航空機騒音の実態を調査し，

実情に合わせた類型あてはめを行う必要がある。 
 

キーワード：航空機騒音；環境基準；加重等価継続感覚騒音レベル；時間帯補正等価騒音レベル； 

単発騒音暴露レベル 

Key words：Aircraft Noise；Environmental Quality Standards；WECPNL；Lden；LAE 
                                                           

1 はじめに 

 航空機騒音に係る環境基準の一部が改正（平成 19 年

12 月 17 日環告第 114 号）され，平成 25 年 4 月 1 日か

ら施行されることになった。この改正においては，騒音

の評価指標が WECPNL（以下「W 値」と言う。）から

時間帯補正等価騒音レベル（Lden）に改正された。 
また，新たな評価指標に改正するあたり，従来から使

用されてきた W 値と Lden の関係が比較検討され，その

差が 13 であることが明らかとなったことから，基準値

はこの値をもって改定された。しかし，この差は飛行場

の運行形態や周辺地域の環境条件によって異なることが

考えられるため，今回は LAE に対する積分範囲の影響及

び LAE 推計式について理論的考察を行い，防衛施設の飛

行場を対象に LAE 推定式の有効性と Lden と W 値の関係

について検討を行った結果を報告する。 
 

2 測定地点等 

今回対象とした飛行場は，戦闘機等の訓練が主体の防

衛施設であり，飛行場周辺の状況と測定地点を図１に示

す。A から D 地点までは通年測定地点であり，環境騒音

観測装置（リオン㈱製 NA－36）に航空機騒音処理プロ

グラムカードを装備し航空機騒音の常時監視を行ってい

る。航空機騒音として識別するための設定条件は，プリ

セットレベルを 70dB～76dB，継続時間を３秒として，

周波数重み特性を A，時間重み特性を S（緩）に設定し，

航空機 1 機ごとに発生時刻，最大騒音レベル（以下

「LA,Smax」と言う。），継続時間（最大騒音レベル－10dB），

単発騒音暴露レベル（サンプル周期 0.1sec，以下「LAE 」
と言う。），暗騒音（L90,10min）の 5 項目を測定してい

る。これらの結果を用いて 1 日単位の Lden 及び W 値を

算出した。 
また，今回実測調査を行った No.1～No.5 地点は，普

通騒音計等（リオン㈱製 NL－21，32）を用い、周波数

重み特性及び時間重み特性は通年測定地点と同じ設定に

し，4～7 日間の騒音レベルを 0.1sec 間隔でメモリーに

連続記録し，後日ソフトを用いて航空機 1 機ごとに発生

時刻，LA,Smax，継続時間，LAE を求め，更に 1 日単位の

Lden 及び W 値を算出した。 

 

3 LAE に対する積分範囲の影響 

初めに，航空機 1 機毎の LAE を求めるには航空機騒音

が暗騒音から 10dB を超えている時間全てについて積分

を行う必要がある。 
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図3　継続時間に対するエネルギー比
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図 3 継続時間に対するエネルギー比 

しかし，この値とほぼ同じ LAE を算出できれば，積分

の対象とする時間を短縮することが出来ることから，

LA,Smax からの積分範囲を変化させた場合に LAE に与え

る影響について検討した。検討にあたり，航空機騒音レ

ベルの時間変化を三角近似と仮定し，影響を受ける積分

区間を－100dB までと仮定した総エネルギー量を基準

として，継続時間を 5，10，20sec の 3 パターン，LA,Smax

からの積分範囲のレベル差を－5～－60dB まで変化さ

せて，それぞれの総エネルギー量を算出し，エネルギー

比をレベル換算した結果を図２に示す。 
この図より，LAE に対する影響は，積分区間が同じで

あれば継続時間の変化による影響は小さいが，LA,Smax

からの積分区間が広くなるほど LAE に対する影響が増

大し，積分区間が LA,Smax から－5dB の場合は 1.5～
1.6dB，－10dB の場合で約 0.5dB，－20dB 以上では

0.1dB 以下であった。この結果，－10dB の積分範囲で

0.5dB の影響があることは，既往の調査１）と等しい結果

であった。 
これらのことから，LA,Smax から－10dB の区間を積分

範囲とすれば実用的には充分であると思われる。 

4 LAE 推計式の検討 

LAE を LA,Smax と継続時間を用いて算出する方法は，

騒音レベルの時間変化を三角近似できると仮定した以下

の推計式が導かれ,実測値との差が－0.7dB であった 1)

としている。 

LAE＝LA,Smax＋10log(Tdur／２) 
＝LA,Smax＋10log(Tdur／20)＋10 …………… (1) 

       Tdur：航空機騒音の継続時間(LA,Smax－10dB)  

この結果によると，航空機騒音を実際よりも低く推計

することになるため，より実態に近づくような推計式に

ついて，音圧を対数変換したレベル波形，いわゆるレベ

ルレコーダに記録される波形を三角近似に仮定して検討

した。継続時間を 5～80sec に設定し，LA,Smax が継続時

間中一定であるとした場合の総エネルギー量に対する，

三角近似したレベル変化を 0.1sec 間隔でエネルギーに

変換して算出したエネルギー量の比を求めた結果を図 3

に示す。 
この図から，継続時間が長くなるほどエネルギー比が

大きくなり，継続時間 5sec で 0.385，20sec で 0.389，
80sec で 0.391 であることが判明した。このことから，

実用的には継続時間が 10sec 以上であればエネルギー比

を 0.39 とほぼ一定に見なすことができる。 
このことから，既往の調査と同じように LAE の推定式

を作成した結果 2 式が得られた。 

LAE ＝ 10log(10(LA,Smax/10)×0.39×Tdur) 
＝LA,Smax＋10log(Tdur)－4.09 ……………… (2) 

一方，１式を更に展開すると３式が得られる。 

LAE ＝LA,Smax＋10log(Tdur)－3.01 ……………… (3)    

2 式と 3 式の定数項の差が約 1dB となっているのは，

推定式の作成時に 1 式は騒音の音圧波形そのものから導

いた LAE であるためにエネルギーそのものの比率とし

て 0.5（50％）を用い，2 式は前述したようにレベル波

形のエネルギー比から算出した 0.39（39％）を用いて推

定式を作成したことに由来しているものと推察される。 
 ここで，A～D 地点について LAE の実測値と 1 式及び

2 式から推定した LAE を比較した結果を表 1 に示す。 
平均値の欄の実測は A～D 地点における 1 年間に飛行

した航空機 1 機毎の LAE を算術平均したものである。1
式及び 2 式はそれぞれの推計式から算出した航空機 1 機

表 1 LAEの実測値に対する推定値の差 

項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

平

均

値 

実測 90.3 90.1 94.6 93.0 

１式 ＋0.6 ＋1.0 ＋0.9 ＋0.6 

２式 －0.4 ±0.0 －0.1 －0.3 

σ 

実測 8.6 5.4 6.7 8.1 

１式 ±0.0 ＋0.1 ＋0.1 －0.1 

２式 ±0.0 ＋0.1 ＋0.1 －0.1 

ｎ 11,924 5,292 11,967 9,078 

注 1：平均値及び σ（標準偏差）の単位は dB である。 

注 2：1 式，2 式の欄は実測値からのレベル差を表す。 

図 4 WECPNL と Ldenの関係（D 地点） 

 

図2　積分区間がＬ AEに与える影響
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毎の LAE と実測値との差の平均値を示している。これに

よると，実測値と平均値の差は，1 式で 0.6～1.0dB 高

く，2 式は 0.0～0.4dB 低い結果であった。1 式よりも 2
式の差が小さいのは，測定機器（リオン㈱NA-36）がレ

ベル波形からサンプリング方式により LAE を算出して

いるためであり，このような場合には 2 式が有効と思わ

れる。 
 

5 WECPNL と Lden の関係 

 測定地点 A～D 及び No.1～5（以下「実測 5 地点」と

言う。）の計 9 地点において測定した結果の例示として，

D 地点における W 値と Lden 実測値の関係を図 4 に示す。

これらの関係は各地点（実測 5 地点はデータ数が少ない

ため一括処理）とも同じで，相関係数は 0.98 以上と強

い相関があることから，各地点について最小二乗法によ

り回帰式を作成し，W 値に対する Lden の差を集計した結

果を表 2 に示す。W 値と Lden の関係を見ると，航空機

騒音に係る環境基準である 70～75W の範囲にあっては，

W 値と Lden の関係はほぼ 15 の差であり，特に，離陸の

影響が大きい D 地点の差が最も大きかった。 
 また，この差については，A～D 地点では W 値が大き

い地域，すなわち離着陸コース下で飛行場に近いほど

Lden との差が大きくなっている。一方，飛行場から遠く

離れている地点は，W 値が小さいほど Lden との差が小さ 

 

くなる傾向がある。 
なお，W 値と Lden の差が大きくなる原因について考

察すると，継続時間に対する W 値と Lden の差を図 5-1
及び 5-2 に例示するが，継続時間が長くなるにつれて両

者の差も小さくなり，継続時間が 20 秒程度であれば，

その差もほぼ 13 になることが読み取れる。今回対象と

した飛行場は戦闘機の訓練が主体であることから継続時

間が短い場合が多く，そのために W 値と Lden の差が大

きくなったものと考えられる。 

 

 

6 まとめ 

 新たな航空機騒音に係る環境基準が平成 25 年 4 月か

ら施行されるにあたり，評価指標である Lden による環境

基準の類型指定見直しのための実態把握と，これまで常

時監視により蓄積された膨大なデータの継続性を確保す

る必要が生じる。このため，既存のデータを用いた新し

い LAE の推計式を作成し，その有効性を確認した。これ

により，航空機 1 機ごとの LA,Smax と継続時間を用いて

LAE を推定することにより，更に精度の良い Lden を算出

することが可能になった。 
 また，今回の調査では航空機騒音に係る環境基準の範

囲である 70～75W と Lden の関係は 
WECPNL ≒ Lden + 15 

表 2 WECPNL に対する Lden のレベル差 

地

点 

WECPNL と Lden の差  (dB) 
ｎ 

50 60 70 75 80 

A 14.5 14.6 14.6 14.6 14.6 255 

B 13.6 13.9 14.4 14.6 14.8 211 

C 13.3 13.8 14.3 14.5 14.7 262 

D 15.0 15.1 15.2 15.3 15.3 265 

他 12.6 13.6 14.5 15.0 15.5 29 

注：表中の単位は dB である。 
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   図 4 WECPNL と Lden の関係（Ｄ地点） 

図 5-2 平均継続時間と WECPNL-Lden の関係（実測 5 地点） 
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であることが判明した。しかし，この関係は W 値が大き

いほど第 2 項の定数が大きくなる傾向にあった。 
この差については，航空機騒音の継続時間が短い飛行

場，すなわち，防衛施設の飛行場のうち戦闘機を中心に

飛行している飛行場については W 値と Lden の差が大き

くなり，反対に継続時間の長いヘリコプタ－を中心に飛

行している場合や飛行場から遠く離れている地点ではそ

の差が小さくなることが想定される。従って，飛行場の

形態や使用機材等によって W 値と Lden の差が異なるこ

とが示唆されることから，新たな環境基準に係る類型指

定を行う場合には，航空機騒音の実態を調査し，実情に

合わせた類型あてはめを行う必要があると思われる。 
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新しい「騒音の目安」調査について 
A Publication of the New “Index of the Noise” 

                 
菊地 英男  木戸 一博 

Hideo KIKUCHI, Kazuhiro KIDO 
 
 全国環境研協議会騒音調査小委員会では，等価騒音レベルを用いた「騒音の目安」作成調査を平成 19 年度と平成 20
年度の 2 ヵ年で行った。新たに作成された「騒音の目安」は，一般住民が日常生活の場で遭遇する騒音レベルのデータ

ベースであり，騒音行政や環境学習における貴重な資料になるとともに，騒音暴露量推計等への活用が期待できる。 

 
キーワード：騒音の目安；等価騒音レベル；騒音暴露量 

Key words：Index of the Noise；LAeq,T；Noise Exposure 
 
1 はじめに 

騒音の苦情は，騒音規制法施行状況調査結果によると

年々増加しており，騒音問題が従来の都市化した地域の

問題から，全国的な広がりを持った環境課題であること

を示している。このような騒音苦情においては，一般住

民が遭遇する騒音がいかなる程度のものであるかをわか

り易く，｢騒音の目安｣という視覚に訴える形で提供する

ことが有効な手法と考えられる。この種の調査は，大都

市部で実施された例はあるが，全国レベルで作成された

例がないことから，全国環境研協議会に騒音調査小委員

会を設置し，平成 19 年度から 2 ヵ年にわたり全国 24 の

地方環境研究機関の協力により調査した。先行実施した

東京都環境科学研究所のデータを含めると 2,383 件にの

ぼる調査データが得られ，これらのデータを基に作成し

た「騒音の目安」について報告する。 
 

2 調査方法 

現在，書籍等で一般的に使用されている「騒音の目安」

は，測定方法や評価指標が明確にされていないことから，

騒音調査小委員会では，評価指標を物理的に明確なエネ

ルギーベースの等価騒音レベル（LAeq,T）とし，全国的

に統一した測定手法にするために「騒音の目安作成のた

めの測定マニュアル」を作成した。 
測定は，住民が日常生活で暴露されている施設等の騒

音や住民にとって特徴的な場所と認識される騒音につい

て，観測時間を 1 時間（実測時間は原則 10 分間）とし，

マイクロホンは屋外では地上 1.2m～1.5m，屋内及び車

内では床面から 1.2m の高さで，三脚設置方式，手持ち

方式，持ち歩き方式等適切な方法により，積分型騒音計

を用い周波数重み特性を A，時間重み特性を F（速）と

して LAeq，LAE，LAFmax，LA10，LA50，LA90 等の測定を

行った。 
なお，道路沿道及び鉄道周辺における騒音については，

既存の測定結果を収集し，道路沿道は時間区分毎のLAeq，

鉄道沿線は列車毎の単発騒音暴露レベルと列車本数から

時間区分毎の LAeq を算出した。 
測定データの集計については，等価騒音レベルの平均

はパワー平均が原則であるが，この調査においては各測

定値から全国で観測される平均的な値を求めることが目

的であるため算術平均を採用した。なお，測定の状況等

から調査対象と判断できなかったデータについては，集

計の対象から除外した。 
 
3 調査結果 

 「騒音の目安作成のための測定マニュアル」に基づい

て行った 7 調査区分における調査結果を表 1 に示す。 
一般地域(屋外)では，戸建住宅地域と高層住宅地域に

分けて測定すると共に，商店街，繁華街，地下街等の街

路においては持ち歩き方式で測定を行った。全体的には

安定した結果であったが，工場周辺地域では特にバラツ

キが大きかった。 
交通機関の周辺地域における測定は，原則として地方

公共団体で実施している常時監視結果を活用して昼間と

夜間の時間区分ごとに騒音レベルを整理した。道路周辺

については車線による分類，鉄道については軌道の種類

ごとに分類して検討した。道路周辺については，全体的

に昼間よりも夜間のバラツキが大きくなっていたが，鉄

道周辺については，夜間のデータが少ないため比較はで

きなかった。 
人の集まる施設等（屋外）では，観光地，都市公園や

お祭りなどを測定した。都市公園や霊園は安定した結果

であったが，観光地やお祭りなどはバラツキが大きかっ

た。 
自然地域（屋外）では，田畑，自然が多い地域，海浜

などにおいて測定した。自然の多い一般地域や別荘地，

海浜，川辺ではバラツキが大きい結果であった。 
交通機関の車内は，データ数が多かったため細分類し

て検討した。地下鉄ではトンネルの小さなミニ地下鉄の

騒音レベルが大きかった。また，鉄道ではグリーン車の

騒音レベルが有意に低いなど，分類した項目により差が
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調査数 騒音レベル 調査数 騒音レベル

（件） (dB) （件） (dB)
昼間 108 44 2.9 114 76 2.5
夜間 25 38 3.4 18 80 2.4
昼間 41 43 2.8 128 73 3.0
夜間 25 38 3.1 132 72 3.1
昼間 24 45 3.9 48 73 2.6
夜間 9 39 2.8 20 73 2.6
昼間 11 43 3.6 35 69 2.9
夜間 5 38 2.0 23 69 3.0
昼間 18 38 5.4 7 65 2.7
夜間 8 30 4.8 20 73 3.4
昼間 40 49 2.5 13 70 1.2
夜間 18 43 3.6 13 68 1.8
昼間 17 45 2.4 75 69 2.0
夜間 5 42 2.8 3 64 2.8
昼間 2 62 ― 39 70 3.5
昼間 14 63 10.0 41 64 3.4
昼間 38 66 3.7 9 60 1.8
昼間 13 71 4.8 8 77 2.5
夜間 11 66 3.2 9 60 4.7

12 69 2.1 6 63 4.5
昼間 68 3.7 45 31 3.3
夜間 63 6.0 43 66 3.2
昼間 71 3.1 94 66 3.3
夜間 67 4.6 102 62 4.7
昼間 72 3.1 17 75 3.8
夜間 69 4.2 91 63 4.3
昼間 72 2.4 7 68 6.4
夜間 70 2.9 25 43 3.2
昼間 31 65 4.7 13 47 1.6
夜間 8 59 5.6 24 60 6.6
昼間 14 61 5.4 20 55 4.5
夜間 1 52 ― 13 58 2.2
昼間 20 62 4.8 8 60 3.2
夜間 7 56 4.0 16 59 2.3

高架軌道 昼間 41 58 6.0 11 52 3.9
鉄橋 昼間 5 67 6.5 16 70 2.7

昼間 1 39 ― 10 61 2.1
夜間 1 30 ― 32 66 2.8
昼間 2 45 ― 19 63 1.5
夜間 2 36 ― 10 74 2.8
昼間 12 45 2.9 2 66 ―
夜間 12 36 2.9 5 58 3.5

29 54 6.9 21 82 3.0
21 46 3.1 10 90 3.2
15 56 9.6 16 74 10.6
34 51 3.7 25 69 3.2
15 75 7.2 7 72 8.2
7 43 1.7 6 67 5.1
47 39 3.6 5 68 5.5
15 42 7.1 5 71 6.9
4 33 5.9 1 75 ―
4 69 3.2 2 81 ―
13 61 6 10 63 2.5
10 59 7.3
1 52 ―

動物の声の測定 10 72 5.2

標準
偏差

杭打ち工事
土木工事
基礎工事

ホームセンターにおける測定
遊戯施設内にお
ける測定
ガード下における測定
駅改札口における測定

都心・近郊部
地方都市部

道の駅における測定

調査区分及び調査項目

路面工事

特
別
な
場
所
に
お
け
る
測
定

建設作業場周辺
における測定

解体工事
建築躯体工事

スーパーマーケットにおける測定
コンビニにおける測定
家電量販店内に
おける測定

ゲームセンター
パチンコ店

銀行内における測定
小売舗内における測定（書店）
デパートにおけ
る測定

食料品売場
婦人服売場

博物館内における測定
公共施設等（市役所窓口等）における測定

病院内における測定
郵便局内における測定

ファミリーレストラン

一般レストラン
図書館内における測定
美術館内における測定

航空機内における測定
フェリー船内における測定

一
般
の
建
物
内

（
屋
内

）

会議室内における測定
ホテル内における測定

飲食店における
測定

ファーストフード店

コーヒーショップ

喫茶店
居酒屋

自道車内におけ
る測定

高速道路
一般道路

タクシー車内における測定

モノレール車内における測定
バス車内におけ
る測定

一般乗合バス
高速バス

特急電車
グリーン車

軌道鉄道車内における測定
新交通車内における測定

蝉の声

都市公園における測定

自
然
地
域

（
屋
外

）

田畑における
測定

近郊部
山間部

自然地域におけ
る測定

一般地域
別荘地

滝

ハイキングコースにおける測定

平坦軌道

掘割軌道

高架軌道

観光地等におけ
る測定

寺社
霊園

上記以外

鉄道周辺地域に
おける測定
（近郊線）

平坦軌道

掘割軌道

盛土軌道

4車線
以下
6車線
以下

飲食店街における測定
地下街等における測定

道路周辺地域に
おける測定

2車線
以下

7車線
以上

商業地域における測定
工場周辺地域における測定

商店街における測定
繁華街における測定

山間部

戸建て住宅地域
における測定

高層住宅地域に
おける測定

都心部

近郊部

都心部

近郊部

地方
都市部

農村部

表1　騒音の目安作成調査結果

川辺における測定

調査区分及び調査項目
標準
偏差

一
般
の
地
域

（
屋
外

）

お祭りにおける測定

人
の
集
ま
る
施

設
等

(

屋
外

)

交
通
施
設
の
周
辺
地
域

（
屋
外

）
鉄道周辺地域に
おける測定
（新幹線）

海浜における測定

41

16

602

332

交
通
機
関
の
車
内

（
屋
内

）

地下鉄車内にお
ける測定

一般地下鉄
ミニ地下鉄

鉄道車内におけ
る測定

都心・近郊線
民鉄都心・近郊線

ローカル線
小規模線
新幹線

有ることが明らかとなったが，交通機関の車内は他の調

査区分と比較して全体的にバラツキが小さく安定した結

果が得られた。 
一般の建物内では，人々が出入する店舗などを中心に

幅広く測定を行った。全体的に見ると，博物館や一般の

レストランを除きかなり安定した結果であった。  
また，遊戯施設やガード下，駅の改札口，建設作業現

場等については「特別な場所における測定」としてとり

まとめた。 
 

 
 

※―：データ数が少ないので計算値なし  

 

表 1 騒音の目安作成調査結果 
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図 1 騒音の目安（都心・近郊部用） 

図 2 騒音の目安（地方都市・山間部用） 

4 「騒音の目安」の作成 

 「騒音の目安」は，一般の住民等が見て判りやすい形

で表示し，全国的に活用できるものが望ましいことから，

調査項目に地域性を考慮し，都心・近郊部と地方都市・

山村部の 2 つに分けて作成したものを図 1 及び図 2 に示

す。 
なお，目安として採用する項目は，データの精度を考

慮して，測定データ数が 10 件以上で標準偏差が原則と

して 4.0 未満の項目を採用したが，蝉の声については標

準偏差が 5.2 と若干バラツキが大きかったが，子供達に

も判り易い項目であることから採用することにした。   
 

5 「騒音の目安」の活用 

 騒音行政において，環境基準や規制基準等を説明する

際に，日常生活で測定機器を有しない住民等が騒音レベ

ルの大きさを理解するのは難しい。そこで，今回の調査

で作成した「騒音の目安」を騒音苦情や環境学習等に活

用することにより，身近な音から各種基準値に対する騒

音レベルの大きさを判りやすく理解できる資料になると 
 
 

ともに，騒音公害の未然防止に繋がる資料としての活用

が期待できる。 
 また，WHO では，騒音の健康に対する悪影響として，

人間の器官の機能障害をもたらす器官の形態学的生理学

的変化，または更なるストレスに耐える能力の障害，環

境上の作用の有害な影響に対する人間の器官の敏感性の

増加と定義されている。騒音によるストレスの影響を把

握する際に欠かせないのが，日常生活における騒音暴露

量である。 
 今回作成した「騒音の目安」の評価指標は，エネルギ

ーベースの等価騒音レベルであり，更にデータを集積す

ることにより，1 日の行動ごとの時間と等価騒音レベル

を用いて日常生活における騒音暴露量の推計が可能とな

る。従って，地域や生活パタ－ンごとに騒音暴露量の比

較が容易になり，騒音によるストレスの影響を把握する

うえでの有効な資料になるものと考えられる。 
 

6 おわりに 

全国環境研協議会に参加している試験研究機関の協

力により，様々な場所における騒音レベルを精力的に収

集し，貴重なデータベースを作成すると共に地域の住民

にとって大変判りやすい形で「騒音の目安」を提供でき

たことは，大変意義深いものがある。しかし，今回の調

査においては対象項目によってデータ数の少ないものが

あったことから，データ的に安定している項目を抽出し

「騒音の目安」として示した。今回データ数が少ないな

どの理由により目安に反映されなかった項目については，

継続的にデータを収集・集積し，精度の向上を図ること

により「騒音の目安」に追加していく必要があるものと

思われる。また，この「騒音の目安」は，一般県民への

わかり易い形での情報提供はもとより，環境学習や行政

サイドにおいても広く活用できる。また，今回採用した

評価指標はエネルギーベースの等価騒音レベルであるこ

とから，更なるデータの集積によりデータベースを充実

させ個人の騒音暴露量推計など今後の様々な研究への活

用が期待できる。 
なお，今回作成した「騒音の目安」は時代と共に変化

するものと考えられることから，今後は定期的にデータ

を更新していく必要があると思われる。 
 最後に，この報告は，全国環境研協議会騒音調査小委

員会として取りまとめた結果を基に編集していた。 
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温泉排水中のほう素・ふっ素濃度実態調査結果 

Survey result of Boron and Fluorine Concentration 
  in Hot-springs Inn Effuent of Miyagi Prefecture 

 

                 福地 信一    清野 茂   小山 孝昭 

                                        Shin-ichi FUKUCHI, Shigeru SEINO, Takaaki KOYAMA 

            環境対策課  各保健所環境公害担当職員 

 

平成 22 年 6 月に，温泉旅館等のほう素及びその化合物，ふっ素及びその化合物（以下「ほう素・ふっ素」という。）

に係る暫定排水基準の見直しが予定されている。 
宮城県内は中小規模の温泉旅館が多く，その排水中には自然由来のほう素・ふっ素が含まれている。これらの排出実

態は未解明な部分があることから，温泉排水中のほう素，ふっ素濃度実態調査を行ったものである。 
その結果，ほう素・ふっ素とも調査対象 38 施設の全てが暫定排水基準を満足していた。一律排水基準については，

ふっ素は全施設が基準を満足していたものの，ほう素は 16 施設が基準を超過していた。 
 

キーワード：ほう素；ふっ素；排水基準；温泉旅館 

Key words：boron; fluorine; national effluent standards; hot-springs inn 
 

1 はじめに 

ほう素・ふっ素については，平成 13 年 7 月に水質

汚濁防止法に定める有害物質項目に追加され，表 1 に

示すとおり一律排水基準（ほう素 10mg/l，ふっ素

8mg/l）が設定された。ただし，直ちに達成させるこ

とが困難な業種については暫定排水基準（ほう素

500mg/l，ふっ素（日排水量 50 ㎥未満の旅館業等は

50mg/l，50 ㎥以上の旅館業等は 15mg/l））が設定さ

れた。 
 

 表１ 旅館業に係るほう素・ふっ素の排水基準 

基準 

 

区分 

  ほう素(mg/l) ふっ素(mg/l) 

日排 

水量 

暫定 

基準 

一律 

基準 

暫定 

基準 

一律 

基準 

Ｓ49 年 

以前湧出 
－ 

500 

230 
海域  

 

10 
その他  

50 
15 
海域  

 

8 
その他  

Ｓ49 年 

以降湧出 

50 ㎥ 

未満 

50 ㎥ 

以上 
15 

 

その後，暫定排水基準の見直しが平成 16 年 7 月及

び平成 19 年 7 月に行われたが，排水実態や処理技術

等の現状を踏まえ温泉旅館を含む 21 業種については

3 年間の期限付きで暫定排水基準が延長されており，

次期見直しは平成 22 年 7 月に予定されている。 
宮城県内は温泉旅館が多く，排水中には自然由来の

ほう素・ふっ素が含まれ，排出実態も未解明な部分が

多いことから，環境公害部門業務検討研修会の共同研

究テーマとして取り上げ，温泉排水中のほう素，ふっ

素濃度実態調査を行ったものである。 
 

2 調査内容 

2.1 調査対象施設 

表 2 に示すとおり，仙台市を除く県内の温泉旅館及

び公衆浴場の源泉分析表において，ほう素，ふっ素が

含まれている施設を調査対象とした。なお，仙南及び

大崎保健所管内は施設数が多いため，一律排水基準を

超える源泉を有する施設に限定し，合計 38 施設につ

いて調査を行った。（ただし源泉で一律排水基準を超

過しているのは，ほう素のみである。） 
 

表２ 調査施設数 

 保健所 

種類 

仙南 大崎 石巻 気仙沼 合計 

温泉旅館 13 18 1 1 33 
公衆浴場 1 2 2  5 

合計 14 20 3 1 38 
 

2.2 調査期間 

平成 21 年 6 月から 11 月まで 
 

2.3 調査方法 

各事業場の最終排水口で採水し，ほう素については

「アゾメチン H 吸光光度法」，ふっ素については「ア

ルフッソン吸光光度法」により測定した。 
なお，仙南及び大崎保健所管内の調査については，

温泉旅館が多いため，環境対策課，各保健所，保健環

境センター職員が合同で一斉調査を実施したものであ

る。 
 

3 調査結果 

表 3 に水質測定結果を示す。
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表３ 水質測定結果 

No. 地域名 
管轄 

HC 
放流先 

採水 

年月日 
放流形態 

水温 

(℃) 
透視度 pH 

ほう素 

(mg/l) 

ふっ素 

(mg/l) 

1 鎌先 仙南 湯川 H21.10.20 温泉排水のみ 34.8 >50 7.09 16.50 3.46 

2 鎌先 仙南 湯川 H21.10.20 温泉排水＋生活排水 32.0 >50 8.02 10.75 2.27 

3 鎌先 仙南 児捨川 H21.10.20 温泉排水のみ 41.6 >50 8.32 5.50 2.11 

4 白石 仙南 白石川 H21.10.20 温泉排水のみ 30.6 >50 7.57 1.25 0.24 

5 遠刈田 仙南 松川 H21.10.20 温泉排水＋生活排水 20.5 >50 7.36 0.11 0.04 

6 遠刈田 仙南 松川 H21.10.20 温泉排水＋生活排水 22.8 >50 7.71 1.85 0.95 

7 黄金川 仙南 森小田川 H21.10.20 温泉排水のみ 38.2 19 7.50 23.00 1.76 

8 金山 仙南 下水道 H21.10.20 温泉排水のみ 31.2 >50 8.08 22.50 2.43 

9 川崎 仙南 下水道 H21.10.20 温泉排水＋生活排水 18.5 >50 7.36 2.20 0.28 

10 川崎 仙南 太郎川 H21.10.20 温泉排水のみ 31.0 >50 7.56 2.15 0.18 

11 川崎 仙南 松川 H21.11.7 温泉排水＋生活排水 25.0 35 7.83 19.20 1.51 

12 川崎 仙南 松川 H21.11.7 温泉排水＋生活排水 18.0 7 7.82 13.50 1.00 

13 川崎 仙南 松川 H21.11.7 温泉排水＋生活排水 19.0 28 7.66 10.20 0.74 

14 川崎 仙南 松川 H21.11.7 温泉排水＋生活排水 19.5 >50 8.29 20.80 1.46 

15 鳴子 大崎 江合川 H21.8.27 温泉排水のみ 32.0 >50 8.66 18.40 2.30 

16 鳴子 大崎 荒雄川 H21.8.27 温泉排水のみ 44.0 >50 8.62 6.80 0.99 

17 鳴子 大崎 江合川 H21.8.27 温泉排水のみ >50 >50 8.31 18.20 2.12 

18 鳴子 大崎 江合川 H21.8.27 温泉排水のみ >50 >50 8.61 9.20 0.28 

19 鳴子 大崎 江合川 H21.10.22 温泉排水＋生活排水 50.8 >50 8.25 28.50 2.71 

20 鳴子 大崎 江合川 H21.10.22 温泉排水のみ 35.3 >50 8.15 8.63 1.21 

21 鳴子 大崎 江合川 H21.10.22 温泉排水のみ 39.6 >50 7.81 5.88 0.82 

22 鳴子 大崎 江合川 H21.10.22 温泉排水のみ 36.0 >50 8.64 10.60 0.18 

23 鳴子 大崎 江合川 H21.10.22 温泉排水のみ >50 >50 8.49 35.50 2.34 

24 鳴子 大崎 江合川 H21.10.22 温泉排水のみ 32.0 >50 8.00 20.25 1.69 

25 鳴子 大崎 江合川 H21.10.22 温泉排水のみ 44.6 >50 7.97 9.50 0.31 

26 中山平 大崎 大谷川 H21.10.22 温泉排水＋生活排水 27.8 >50 7.41 4.85 1.16 

27 鬼首 大崎 荒雄川 H21.10.22 温泉排水のみ 33.8 >50 7.55 3.65 0.89 

28 鬼首 大崎 荒雄川 H21.10.22 温泉排水＋生活排水 58.4 >50 8.93 4.35 1.07 

29 宮崎 大崎 澄川 H21.8.4 温泉排水のみ 41.0 >50 7.52 13.60 0.89 

30 宮崎 大崎 田沢川 H21.8.4 温泉排水のみ 41.0 >50 7.68 38.00 1.60 

31 小野田 大崎 鳴瀬川 H21.6.10 温泉排水＋生活排水 27.0 >50 7.66 6.90 0.27 

32 涌谷 大崎 江合川 H21.9.7 温泉排水＋生活排水 33.5 >50 7.72 0.49 0.09 

33 田尻 大崎 田尻川 H21.8.5 温泉排水＋生活排水 34.0 >50 7.87 0.55 0.18 

34 金成 大崎 金流川 H21.5.20 温泉排水＋生活排水 24.0 >50 8.98 0.76 3.26 

35 女川 石巻 万石浦 H21.10.14 温泉排水のみ 24.0 21 6.89 1.33 0.03 

36 石巻 石巻 北上川 H21.10.14 温泉排水のみ 29.0 20 7.33 0.32 0.05 

37 南方 石巻 長沼 H21.11.4 温泉排水のみ 13.0 14 6.88 0.17 0.07 

38 志津川 気仙沼 志津川湾 H21.9.8 温泉排水＋生活排水 29.0 >50 7.38 0.08 0.08 

注）ｐＨ，ほう素，ふっ素については，調査報告のため小数第 2 位まで表示している。赤字は一律排水基準超過を示す。 
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3.1 ほう素測定結果 

図 1 は，表 3 に示したほう素の測定結果を降順に並べ

替えたものである。 
ほう素濃度は 0.08mg/l～38.0mg/l の範囲で，38 施設

中 16 施設が一律排水基準(10mg/l)を超過していた。  
地区別では鎌先，川崎，鳴子，宮崎地区において超過事 

例が多かった。平成 20 年度に環境基準補助点である鳴

子ダム流入部の大深沢で，ほう素濃度 1.2mg/l（環境基

準値 1mg/l）を検出したが，上流域に温泉旅館はなく，

地質に由来する自然汚濁と考えられる。 
 なお，暫定排水基準(500mg/l)は全施設が満足してい

た。 
 

 

図 1 ほう素測定結果 

 

 図 2 に一律排水基準を超過した 16 施設を放流形態別

に示した。ブルーは温泉排水を単独で放流している施設，

ピンクは温泉排水と生活排水を混合して放流している施

設を示すが，温泉排水を単独で放流している 10 施設に 

ついては，超過値が一律排水基準値の 2 倍から 4 倍程度

のため，源泉の絞り込みや生活排水との混合希釈により

基準を達成できる可能性があるが，既に混合放流してい

る施設は処理対策が必要と考えられる。 
   

 

 図 2 ほう素測定結果（放流形態別） 

 

 

温泉排水単独放流 

温泉排水＋生活排水 

一律排水基準(10mg/l) 



- 74 - 
 

3.2 ふっ素測定結果 

図 3 は，表 3 に示したふっ素の測定結果を降順に並べ

替えたものである。 
ふっ素濃度は 0.03mg/l～3.46mg/l の範囲であり，全

施設で一律排水基準(8mg/l)及び暫定排水基準（日排水量

50 ㎥未満は 50mg/l，50 ㎥以上は 15mg/l）を満足して

いた。 

 

 図 3 ふっ素測定結果 

 

3.3 排水処理技術 

平成 20 年度環境省委託業務「ほう素・ふっ素排水

対策促進技術検討会報告書」によると「温泉排水処理

については，今なお技術的･コスト的に直ちに適用可

能と考えられる技術が存在するとは言い難い。」とさ

れている。 
温泉排水処理施設は，特に低コスト，省スペースが

求められており，低濃度レベルのほう素に関する処理

技術は現在開発途上にある。 
 表 4 に現在までの排水処理技術を示したが，大手の

電気メッキ業や半導体素子製造業では導入実績はある 
ものの，温泉排水処理では全国的にも導入実績はない。 
 

表 4 排水処理技術 

種類 

原理 
ほう素 ふっ素 

凝集沈殿法 ・アルミニウム塩

と水酸化カル

シウムの併用 

 

・マグネシウム 

・ふっ化 

カルシウム 

・水酸化物共沈 

・汚泥循環式 

凝集沈殿 

吸着法 

イオン交換 

キ レ ート 樹

脂 

・ほう素選択的 

吸着樹脂 

・イオン交換樹脂 

・ふっ素選択的 

 吸着樹脂 

晶析法＋ 

膜ろ過法 

 ・カルシウム塩＋

ＭＦ膜 

電気透析法  ・電気透析 

4 おわりに 

温泉旅館にとって死活問題となり得る排水規制の強

化を問題視し，環境公害部門業務検討研修会の共同研

究テーマとして，環境対策課，各保健所及び保健環境

センターが合同で取り組んだ今回の調査は，大変有意

義なものであったと考えている。 
今後の対策として， 

①ほう素の超過状況は 2～4 倍程度なので，源泉量を

減らすとともに，生活排水による希釈混合も対策の

一つと考えられる。 
②温泉地域全体で処理する総合排水対策の検討が必要

となる。 
③ 今後，温泉排水処理技術の開発促進が重要である。 
④暫定排水基準適用延長の働きかけが必要である。 

以上 4 点ほど考えられるが，その後環境省が所要の

検討を行った結果，平成 22 年 7 月 1 日に，排水基準

を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する

省令が施行され，温泉旅館を含む 15 業種については,
引き続き 3 年間を期限に暫定排水基準が延長されるに

至ったことから，今後の処理技術開発促進に期待した 
い。 
 

一律排水基準(8mg/l) 
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